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Ⅰ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

（１）趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定により、各教育委

員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検及び評

価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表す

ることが義務付けられている。 

そこで、北区教育委員会においても、事務の管理及び執行状況について自ら

点検及び評価を行い、課題や今後の改善の方向性を明らかにすることにより、

効果的な教育行政の一層の推進を図っている。 

また、点検及び評価の結果を議会に報告するとともに公表することで、区民

への説明責任を果たし、信頼される教育行政の推進を図る。 

 

（２）点検及び評価の実施方法 

平成２２年２月に策定した「北区教育ビジョン２０１０」では、上記法律に

基づき行う点検及び評価が同ビジョンの示す重点施策、個別事業の進行管理も

担うものと位置付けている。 

このことを踏まえ、北区教育委員会では、以下のとおり点検及び評価を実施

する。 

ア 点検及び評価の対象 

点検及び評価の対象は、同ビジョンの施策展開の３つの視点に基づき掲げ

た「取組の方向」（１２項目）とし、その達成に向けた重点施策の取組状況

等を踏まえて点検及び評価を行う。 

あわせて、同ビジョン策定後に発生した重要課題に対し、臨機に対応した

事務等についても点検及び評価を加える。 

イ 点検及び評価の対象期間 

点検及び評価の対象期間は、平成２５年度とし、当該年度の取組状況や成

果を踏まえ、課題と今後の対応・方向性を示す。 

ウ 学識経験者の知見の活用 

施策の取組状況等をとりまとめ、教育に関する学識経験者から意見聴取を

行ったうえで、教育委員会において点検及び評価を行う。 

本年度については、東京福祉大学・大学院 山本豊教授からご意見をいた

だいた。 

エ 議会報告、公表 

教育委員会において点検及び評価を行った後、その結果を区議会へ報告す
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るとともに、区ホームページに掲載して公表する。 

 

 

【参考】 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等） 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出すると

ともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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Ⅱ 教育委員会の活動状況 

（１） 教育委員会のしくみ 

  ア 組織 

    教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき

設置されている合議制の執行機関である。地方公共団体（区）の一般行政部

門に属する行政庁であって、６人の委員によって構成される合議制の形態を

とり、かつ、区からある程度独立した形でその所管する特定の行政権を行使

する地位を認められている。 

委員は当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教

育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議

会の同意を得て任命する。 

委員の中から委員長が選ばれ、委員長は会議を主宰する。このほか、教育

委員会には委員会の権限に属するすべての事務をつかさどるため教育長が

置かれる。教育長は委員の中から教育委員会が任命する。 

 

教育委員（平成２６年１月１日現在） 

職 名 氏  名 教育委員の任期 

委 員 長 加 藤 和 宣 平成 23年 12 月 16 日～平成 27年 12月 15 日

委 員 長 
職務代理者 檜 垣 昌 子 平成 23年 12 月 16 日～平成 27年 12月 15 日

委   員 嶋 谷 珠 美 平成 24年 12 月 1 日～平成 28年 11 月 30 日

委   員 森 岡 謙 二 平成 25年 10 月 1 日～平成 29年 9 月 30 日 

委   員 森 下 淑 子 平成 25年 6 月 27 日～平成 29年 6 月 26 日 

教 育 長 内 田   隆 平成 24年 12 月 1 日～平成 28年 11 月 30 日

 

  イ 職務 

教育委員会は学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、

教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務や、社会教

育その他の教育、学術及び文化に関する事務を管理、執行することとなって

おり、合議により職務を遂行する。 

 

  ウ 議決案件 

東京都北区教育委員会事務局専決規則第２条に規定された議決案件は次

のとおり。 

１ 区教育行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。 
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２ 事務事業に係る基本的な方針の決定に関すること。 

３ 区立学校及びその他教育機関の設置、廃止及び位置の変更に関すること。 

４ 教育予算その他議会の議決を経るべき事案についての意見の申出に関 

すること。 

５ 課長又はこれと同等以上の職にある者の任命その他特に重要な人事に 

関すること。 

６ 区立幼稚園の園長及び副園長の任免、分限及び懲戒に関すること。 

７ 附属機関の構成員の任免に関すること。 

８ 規則、訓令及び特に重要な要綱の制定及び改廃に関すること。 

９ ５００万円以上の教育財産の取得の申出に関すること。 

10 行政財産の公用廃止に関すること。 

11 教科用図書の採択に関すること。 

12 請願の審査に関すること。 

13 審議会等に対する諮問に関すること。 

14 特に重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答及び通知に関す

ること。 

15 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。 

16 特に重要な許可その他の行政処分に関すること。 

17 重要な情報及び宣伝に関すること。 

18 重要な審査請求、異議申立て及び訴訟に関すること。 

19 前各号のほか特に重要又は異例に属する事項に関すること。 

 

（２）教育委員会の活動状況 

  ア 委員会 

会議には定例会と臨時会があり、定例会は原則として毎月第２火曜日に、

臨時会は必要に応じて開催される。平成２５年（１月～１２月）は、定例会

１２回、臨時会９回を開催し、議案５４件、報告５４件について審議等を行

った。なお、協議会を２３回開催し、教育の諸課題に対し迅速に対応した。 

４月定例会では、第二次北区特別支援教育推進計画の策定が報告された。

同計画では、障害のある生徒・児童一人ひとりの教育的ニーズにこたえ、そ

れぞれの能力や可能性を最大限伸ばす教育を目指すことを定めた。 

８月定例会では、平成２６年度に使用する区立小・中学校及び特別支援学

級の教科書用図書を審議のうえ採択した。また、保育園の待機児童解消のた

め、既設の小学校・教育未来館の空き部屋に保育園を設置することを承認し

た。 

９月の第六回臨時会と１０月定例会では、２回にわたり１１月に実施する

「北区教育ビジョン２０１５」策定に関する保護者アンケートについて、保
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護者にとってより分かりやすいアンケートとなるよう、表紙や設問の内容に

ついて討議した。回答する保護者の視点に立ち、読みやすく、答えやすいア

ンケートとなるように修正意見を付した。アンケートの結果は２月臨時会で

報告される予定である。 

１０月の第七回臨時会においては、滝野川第一小学校・滝野川第七小学校

の統合後の学校名について、これまでの統合推進委員会の協議内容を踏まえ、

「田端小学校」と決定した。また、教育委員会から、校歴について統合新校

が両校の歴史や伝統を引き継いでいくことを統合推進委員会で検討してほ

しいという要望を出した。 

 

  イ 学校訪問 

平成２２年２月策定の北区教育ビジョン２０１０では、「北区の教育が目

指す子どもの姿」と、それを実現するために学校で取り組むべき基本方針を

示しており、教育委員は定期的に学校を訪問しその進捗等を常に現場で確認

している。 

平成２５年は滝野川小学校を訪問した。子どもたちの学校生活の状況把握

を行うとともに教職員との意見交換を行い、さらに教育ビジョンの推進に向

けての具体的な意見・要望を各委員から直接学校側へ伝えることに意を用い

た。年度末までに、さらに１校を訪問する予定である。 

また、本区の特別支援教育において密接な関係にある東京都立北特別支援

学校を訪問し、教室をはじめとする諸設備を視察するとともに教育内容につ

いて説明を受け、今後の連携・協力のあり方を検討するための情報交換を行

った。 

 

  ウ 研究協力校発表会等 

学校訪問のほか研究協力校発表会、周年行事、卒業（園）式などの学校（幼

稚園）行事へも参加しており、平成２５年中に学校・幼稚園へ２９回訪問し、

教育行政の現状把握に努めるとともに、その成果を踏まえてのさらなる進展

や全校への波及のために、関係者への激励を行った。 

   

  エ 学校ファミリーの日 

    教育委員は、１月、６月、９月と年３回の学校ファミリーの日に各サブフ

ァミリーへ手分けして訪問し、幼稚園、小学校、中学校の交流・連携活動の

進捗状況を確認した。特に平成２４年４月から区立学校全校で開始した施設

連携型の小中一貫教育を着実に進めるため、授業研究の質を高めるとともに、

北区独自の小中一貫教育カリキュラムの活用状況の把握や教職員の交流の

質の高揚、保護者・地域への理解・啓発を図るための助言を行った。 
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  オ 中学校生徒と意見交換会 

北区教育委員会では、平成２４年から区立中学校１２校の生徒代表１２名

と全委員が集い意見交換を行っている。平成２４年度はいじめ対策について

話し合ったが、平成２５年度はテーマを「中学校部活動」と定め、平成２５

年１２月１３日に実施し、教育委員・生徒双方で積極的に意見が交わされた。 

 

  カ 緊急課題への対応（体罰の根絶に向けて） 

    北区教育委員会では、平成２５年２月に暴力による体罰について各小・中

学校の児童・生徒への質問紙調査及び幼稚園を含む全教員への聞き取り調査

を実施した。その結果をさらに精査し、小学校２校・中学校２校の体罰にあ

たる事案について、東京都教育委員会に報告した。 

    平成２５年５月２３日には、東京都教育委員会の調査結果公表に合わせて、

北区ホームページにて、北区教育委員会としても「暴力や恐怖によらない教

育」の確立に全力を尽くすというメッセージを発表した。 

 

  キ ＰＴＡとの教育懇談会 

幼稚園、小学校、中学校各ＰＴＡとの懇談に全委員が参加し、保護者の意

見を聞くとともに、各委員の専門的見地から北区の目指す教育について理解

を深めてもらう機会ともなった。 

 

  ク 教育委員研修及び視察 

    教育に関する情報の取得や教育行政の諸課題について理解を深めるため、

各種研修、全国市町村教育委員会研究協議会への参加や外国人留学生との交

流体験を通じて異文化理解、英語への興味関心を高めることを目的として実

施している、中学２年生のＥＳＣ那須の夏季宿泊事業を視察した。平成２５

年１０月の全国協議会は名古屋で開催され、文部科学省から国の行動につい

て報告を受けるとともに、幼保小中一貫教育の他の自治体の取り組みについ

ての相互紹介や協議を行った。また、特別区第２ブロック（荒川区・文京区・

台東区・北区）の教育委員協議会に出席し、地域の実情や特性に応じた特色

ある教育行政について情報交換した。 

 

  ケ その他の活動 

教職員研修、特別支援学級行事、学校保健大会、各種生涯学習講座など教

育委員会の主催行事、後援・共催した社会教育行事などへも６２回参加した。

文化、芸術、スポーツ、区民講座等の行事にも積極的に参加し、北区教育ビ

ジョン２０１０の推進・振興に努めた。 
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Ⅲ 「北区教育ビジョン２０１０」の体系及び概要 

（１）体系図 

 ≪視点≫   ≪取組の方向≫           ≪重点施策≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１基礎的な知識及び技能の確実な定着 

２思考力、判断力、表現力や問題解決能力等の育成

３心の教育の推進 

４体験活動の充実 

５子どもの体力の向上 

６学校における食育の推進 

７特別支援教育の推進 

 

８教員研修の充実と研究活動支援 

９教師力向上応援プロジェクト 

10 英語が使える北区人の育成 

11 社会の変化に主体的に対応できる力の育成

12 開かれた学校運営による学校の経営力の強化
 

13 ブックスタート事業の充実 ほか 

14 教育広報誌「くおん」の発行 

15 家庭教育に関する講座等学習機会の充実

16 き ら き ら ０ 年 生 応 援 プ ロ ジ ェ ク ト （ 就 学 前 教 育 ・ 保 育 の 充 実 ） 

 

17 学校と地域の連携 

18 人材の育成・活用 

19 区民との協働による図書館事業の推進 
 

20 学習機会の拡充 

21 身近な学習の場の整備 

22 学習情報提供、相談体制の充実 

23 スポーツ活動の振興 

24 文化財の保護・活用と保存・継承 

25 魅力的な文化・歴史学習の推進 
 

26 大学連携による特色ある施策の展開 

27 区立小学校の適正配置の推進 

28 学校改築・校舎大規模改造 

29 環境に配慮した学校施設整備 

30 安心して学べる環境づくり 

31（仮称）教育総合センターの設置 

１ 

「
教
育
先
進
都
市
・
北
区
」
に
ふ
さ
わ
し
い
学
校

教
育
を
展
開
す
る

２ 

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向

上
を
支
援
す
る 

(１) 確かな学力を保証する

(２) 豊かな心を育む

(３) 健やかな体を育てる

(４) 個に応じた教育を推進する

(５) 教員の資質・能力の向上を
図る 

(６) 社会で活躍する子どもを育
てる

(７) 特色ある学校づくりを推進
する

(８) 家庭教育を支援する

３ 

生
涯
を
通
じ
た
学
び
を
応
援
す
る 

(11) 学習、文化・芸術、スポー
ツ活動を振興する 

(12) 安全・安心な教育環境を整
備する 

(９) 就学前の教育機能の向上を
図る 

(10) 地域とともに子ども、学校
を支援する 
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（２）概要 

 

 

 

 

取組の方向：（１）確かな学力を保証する 

① 確かな学力の定着を目指して、学校の教育活動全体を通じて、基礎的・基

本的な知識・技能の確実な定着を図る。 

② 確かな学力の定着を目指し、小中一貫教育や理科支援員配置事業、学校図

書館の整備、言語活動の充実等を図り、思考力・判断力・表現力や問題解決

能力等を育成する。  

 

取組の方向：（２）豊かな心を育む 

① 豊かな心を育むため、道徳教育や人権教育の改善・充実を図り、心の教育

を推進する。 

② 豊かな心を育むため、自然体験活動や社会体験活動などの豊かな体験の充

実を図る。 

 

取組の方向：（３）健やかな体を育てる 

① 子どもの体力の向上を図るため、学校の教育活動全体を通して、体育・健

康に関する指導の改善・充実に取り組む。 

② 健やかな体を育てるため、家庭や地域社会との連携を図りながら、学校の

教育活動全体を通じて食育を推進する。 

 

取組の方向：（４）個に応じた教育を推進する 

① 障害のある児童生徒一人ひとりのニーズに応じた教育を推進するため、必

要に応じた特別支援学級を整備するほか、校内連絡体制や教育委員会の支援

体制を充実するなど、特別支援教育を推進する。 

 

取組の方向：（５）教員の資質・能力の向上を図る 

① 教員研修を充実させるとともに研究活動を支援することで、教員の専門性

や指導力の一層の向上を図っていく。 

② 校務の情報化、先生サポートほっとライン、メンタルヘルス対策によって

教員負担を軽減するとともに、ＩＣＴ活用力を向上させる研修などにより、

教員が子どもたちと向き合うための時間を増やしていく。 

 

 

視点：１ 「教育先進都市・北区」にふさわしい学校教育を展開する
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取組の方向：（６）社会で活躍する子どもを育てる 

① 児童・生徒が英語に触れる機会を積極的に増やして、児童・生徒のコミュ

ニケーション能力を高め、英語による交流ができる子どもを育成する。 

② 学校の教育活動全体を通じて、社会の情報化や環境問題、産業・経済の構

造的な変化や雇用の多様化・流動化など、現代を取り巻く社会問題に主体的

に対応できる力の育成を図る。 

 

取組の方向：（７）特色ある学校づくりを推進する 

① 学校評議員等による学校評価を学校運営に生かす等、地域と一体となって

開かれた学校づくりを推進し、学校の経営力の強化を図る。 

また、コミュニティ・スクールとして西ケ原小学校を指定し、学校運営協

議会を中心とした学校運営を軸に、学校・保護者・地域住民との共生・共有・

協働の精神による特色ある学校づくりを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の方向：（８）家庭教育を支援する 

① 第二期北区子ども読書活動推進計画に基づき、ブックスタートをはじめ、

子どもと本を結びつける事業の充実を図る。 

② 学校・家庭・地域が教育情報を共有し相互理解を深めるため、教育広報紙

「くおん」を発行する。 

③ 子育てに対する不安や迷いを受け止め、子育てや親としてのあり方を考え

る機会を提供することにより、家庭の教育力向上を図っていく。 

また、文化センター事業等と連携し、家庭教育に関する講座を開設すると

ともに、修了後の地域における子育てサークル等の形成を促すなど、家庭教

育に関する学習機会の充実を図っていく。 

 

取組の方向：（９）就学前の教育機能の向上を図る 

① 幼児期の教育は義務教育及びその後の教育の基礎を培う重要なものである

ことを踏まえ、家庭・地域と連携するとともに、小学校との接続等、学びの

連続性を大切にして、幼児一人ひとりが健全で心豊かに成長するための教育

の充実を図る。 

 

視点：２  家庭・地域の教育力向上を支援する 
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取組の方向：（１０）地域とともに子ども、学校を支援する 

① 学校と学校支援ボランティアをはじめとする区民が協働して、安全で安心

な子どもの居場所作りや学校支援活動を進めることにより、地域教育力の向

上を図る。 

② 地域との連携を図りながら、青少年活動やスポーツ活動のリーダーとなれ

る人材を育成するとともに、その力を生かして地域で活躍していけるような

取り組みを進めていく。こうした人材が増えていくことで、地域教育力の向

上を推進していく。 

③ 「北区図書館活動区民の会」を設置し、協働してさまざまな図書館活動を

推進するほか、体系的な講座を組むなどして子どもの読書活動を推進するボ

ランティアの育成を図るとともに、図書館をボランティアの活動の場として

提供していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の方向：（１１）学習、文化・芸術、スポーツ活動を振興する 

① 大学や高校、民間企業等と連携するとともに、区民が自らのニーズにより

企画する講座や学習会を支援する。また、事業の実施目的を明確にし、事業

の見直しや整理を行いつつ、多様なニーズに応える学習機会を拡充していく。 

高齢者、障害者をはじめ育児・介護等で外出しにくい状況にある区民、勤

労者を含め区民誰もが学習に参加できるよう条件整備を進めるとともに、学

習を通したコミュニティの形成、学んだことを地域に生かす学習社会づくり

を進める。 

また、青少年のための学校外での学習機会を拡充していく。 

② 区民の学習の場であるとともに、地域の文化の拠点ともなる図書館、博物

館、文化センターなどの施設が、区民とともに育つ施設としてさらに発展で

きるよう、引き続き整備に努めていく。 

また、特に高齢者や障害者、子育て中の方など誰でもがそうした学習に参

加できるよう、ハード・ソフト両面での施設の一層のバリアフリー化を推進

する。 

③ 区民や団体に活用される情報提供が求められていることから、教育情報紙

や生涯学習情報システムについてより一層の内容充実を図るなど、学習情報

の提供、学習相談体制を充実していく。 

視点：３  生涯を通じた学びを応援する 
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④ スポーツ基本法の施行に伴い、平成２４年８月に策定した「東京都北区ス

ポーツ推進計画～わくわくスポーツすこやかプラン～」に基づきスポーツ活

動を推進していく。 

⑤ 開発に伴う発掘調査で出土した貴重な埋蔵文化財を、博物館での定期的な

一般公開や講演等で活用していくとともに、国の史跡指定を受けている中里

貝塚についても魅力的な公開・活用を行っていく。 

伝統芸能などの無形民俗文化財については、芸能などの伝承が維持継続し

ている過程において適切な記録保存を行っていく。また、後継者を育成する

支援体制を検討し、伝統文化の継承に努める。 

⑥ 文化・歴史事業に係わる関係機関が連携を密にし、区民の郷土への愛着や

関心を深めていく多彩で魅力的な展示や講座等の文化・歴史学習を推進する。 

 

取組の方向：（１２）安全・安心な教育環境を整備する 

① 北区の教育の充実発展を図るため、大学や高等教育機関等と協定を締結し、

教育課程はもとより発展的学習や地域との連携事業など、さまざまな場面で

の連携を推進する。 

② 人口減少と少子化に伴う区立小学校の小規模化に対応し、教育環境の改善

と向上を図るため、「東京都北区立学校適正規模等審議会第三次答申」を基に、

区立小学校の適正配置に関する計画案を策定したうえで、ブロック毎に検討

組織を設置し、具体的な検討を推進する。 

③ 学校改築及び老朽化している校舎の大規模改修等を、学校適正配置計画及

び北区基本計画に基づいて計画的に行っていく。 

④ 環境に配慮した学校施設の整備を進めるとともに、これらの施設（太陽光

発電、屋上緑化、壁面緑化、ビオトープ等）を環境教育へ活用していく。 

⑤ 安心して学べる環境づくりを推進するため、修学意欲がありながら家庭の

経済事情等により高校進学等が困難な方に対して修学資金の貸付を行う。ま

た、学校毎の行事情報や地域を限定した不審者情報等を即時に各学校から保

護者あてにメール配信するなど、学校と家庭との連携を支援するとともに子

どもの安全・安心対策を推進する。 

⑥ 「教育先進都市・北区」の教育拠点施設として、教育未来館と教育相談所

及び就学相談事務を統合し、（仮称）教育総合センターを設置する。 
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Ⅳ 点検及び評価結果 

 

視点：１ 「教育先進都市・北区」にふさわしい学校教育を展開する 

 

 

主管課：教育指導課 

関係課：教育政策課、教育未来館、学校地域連携担当課、中央図書館 

 

《取組の方向（１）を推進するための重点施策》 

 １．基礎的な知識及び技能の確実な定着 

確かな学力の定着を目指して、学校の教育活動全体を通じて、基礎的・基本的な知識・

技能の確実な定着を図る。 

 

 ２．思考力、判断力、表現力や問題解決能力等の育成 

確かな学力の定着を目指し、小中一貫教育や理科支援員配置事業、学校図書館の整備、

言語活動の充実等を図り、思考力・判断力・表現力や問題解決能力等を育成する。 

 

 

《重点施策の取組状況》 

 １．基礎的な知識及び技能の確実な定着 

平成１８年度から実施している学力パワーアップ事業では、区立小・中学校の全校で基礎

的・基本的な学力の定着と向上を図るため、小学校には児童数に応じて１名から６名程度、

中学校には２名の非常勤講師を配置し、学年や教科の課題に応じた少人数指導やティー

ム・ティーチング等の指導を行っている。さらに平成２５年度からは学級経営全般を補助

し、学級等の集団の安定に資することにより、児童・生徒の学校生活の改善を図ることを

目的に学力パワーアップ事業 学級経営支援員（仮称）を配置した。 

また、区立中学校において、個々の課題の克服や学習習慣の定着を図るため、土曜日や

長期休業期間を活用して「実力アップ土曜教室」を実施しているほか、平成２３年度から

始めた「本気でチャレンジ教室」について、平成２５年度は夏と冬の長期休業を活用して

王子桜中学校において実施した。平成２３年度からは、中学校スクラム・サポート事業を

開始して「数学」専任の教育アドバイザーを新たに配置し、数学科の教員の授業力向上を

図るために全区立中学校の巡回指導を行っている。また平成２５年度は、家庭学習アドバ

イザー（外部講師）を新たに明桜中学校、神谷中学校、飛鳥中学校に配置し、合わせて６

校で、希望する生徒に対して「数学・英語」の家庭学習を支援している。 

 

取組の方向：（１） 確かな学力を保証する 
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 ２．思考力、判断力、表現力や問題解決能力等の育成 

小中一貫教育を推進するため、平成２０年度からモデルサブファミリーを指定して研究

を進めてきた。平成２４年度からは、これまでのモデル事業等の取り組みを活かし、北区

学校ファミリーを基盤とした小中一貫教育を全校で実施している。 

また、平成１９年度からは、区立全小学校の５・６学年の学級を中心に専門性の高い理

科支援員を配置し、理科の実験や観察活動の充実、小学校教員の理科の指導力向上に取り

組んでいる。平成２５年度からは、新たに理科教育アドバイザーを配置し、全小・中学

校を巡回指導し、教員の指導力向上を目指すとともに、理科教育をより一層充実させる

ための取り組みを推進している。 

活字に親しみ言語力を高めるため、「魅力ある学校図書館」を目指し誰もが本を読める環

境の整備に取り組んだ。整備のハード面で、区立小中学校では、学校図書館資料のデータ

ベース化、貸出返却手続き用パソコンの配備、貸出等の学校図書館システム運用を実施し

てきた。さらに、学校図書の除籍候補選別、棚整理作業等図書資料の適切な配置のための

支援も進めている。整備のソフト面として、子どもたちと本をつなぐ環境づくりのため、

「学校図書館におけるよみきかせボランティア」や読書講演会等で、読書活動推進を支援

している。 

言語能力向上事業としては、平成２３年度から赤羽小学校、平成２４年度に王子第五小

学校、平成２５年度には王子第一小学校が、東京都教育委員会の言語能力向上推進校とし

て研究に取り組んでいる。今後は、これらの研究成果を各小中学校で共有していく。 

また、平成２２年度から、小中一貫教育カリキュラム作成委員会を組織し、思考・判断・

表現力の育成をカリキュラムに重点化して位置付けるとともに、その手段としての言語活

動の内容を工夫し、小学校版・中学校版のカリキュラムを完成させた。平成２４年度は、

北区教育研究会と連動してカリキュラムの実践を通じた修正を加え、平成２５年度は区内

各教員に配布した。 

児童・生徒の「生きる力」を育成するため、平成２２年度から先駆的に取り組んできた

外国語活動や理科教育に、新聞教育の新たな視点を加え、総合プロジェクト「学び・拓く・

北区人づくりプロジェクト」として「英語が使える北区人事業」と「理科大好きプロジェ

クト」及び「新聞大好きプロジェクト」を積極的に推進している。 

「理科大好きプロジェクト」では、教育未来館を会場に、お茶の水女子大学サイエンス

＆エデュケーションセンターと連携して、中学生を対象に実験教室「サイエンスラボ」、「サ

イエンス DAYキャンプ」を実施している。あわせて、小・中学校からの要請に基づいて大

学講師が各学校に出向き、実験等のノウハウを駆使して授業を支援する理科実験支援事業

では、中学校での実施を悉皆とするなどメリハリをつけながら事業を推進している。 

「新聞大好きプロジェクト」では、区内の新聞販売店の協力を得て、全小・中学校で日

常的に新聞を読む活動や新聞を取り入れた授業を実施している。また、「新聞大好きプロジ

ェクト推進連絡会」を年２回開催し、教員の各教科・領域における新聞活用の方法につい

て理解を深めるとともに、実践的な指導力の向上に向けた支援を行っている。平成２５年

度は、北区教育委員会と北区新聞販売同業組合と共催で、北区新聞大好きプロジェクト

「比べて読もう新聞コンクール」を実施した。 
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《課題と今後の対応・方向》 

 １．基礎的な知識及び技能の確実な定着 

確かな学力を保証するため、北区基礎・基本の定着度調査の結果を授業改善プランに活

かすとともに、児童・生徒個人の課題克服に向けて、ＩＣＴ機器を活用するなど児童・生

徒の興味関心を高める授業を進めることや、個々に応じた学習指導が求められている。ま

た、基礎的・基本的な学習内容の確実な習得に向けて、家庭での学習習慣の定着を図るた

めに、家庭学習アドバイザーや、学習データベース、ｅ－ライブラリー等を積極的に活用

していく。 

平成２３年４月に受けた「北区少人数教育のあり方研究委員会」の研究報告に基づき、

全小・中学校に配置している学力パワーアップ非常勤講師や東京都の少人数指導のための

加配教員をより効果的に配置することや指導方法を検討し改善を図っていく。 

さらに、土曜日授業の実施を受けて「実力アップ土曜教室」を見直し、平成２６年度に

本事業を廃止することとする。 

 

 ２．思考力、判断力、表現力や問題解決能力等の育成 

「小１プロブレム」、「中１ギャップ」を克服し、北区の義務教育に対する信頼を高める

ためには、「学び」のつながりを大切にしていくという視点から、幼稚園・保育園における

幼児教育の整合と小学校との滑らかな接続を図るとともに、小中一貫教育を推進していく

ことが重要である。就学前からの一貫した教育を実現するため、北区小中一貫教育カリキ

ュラムに就学前教育から小学校への接続を踏まえたカリキュラムを組み込んで、就学前か

ら小中一貫教育につながる教育の一貫性、連続性を大切にした教育の基盤となるカリキュ

ラムを整備していくこととする。 

また、理科支援員配置事業を継続していくとともに、小学校教員と中学校理科教員の授

業力向上とあわせ理科支援員の専門性を高めるため、お茶の水女子大学サイエンス＆エデ

ュケーションセンターと連携してＣＳＴ・理科研究部員・理科支援員との新しい研修・研

究のあり方を「理科教育推進連絡会」等で模索し、研修・研究活動の充実を図っていく。 

読書活動の推進については、学校図書館システムの配置が終了し区立小中学校全体で利

用可能となりつつあり、学校図書館システム運用後のデータを収集した統計も活用してい

く。言語力の向上に寄与する読書の機会を広げるため、学校図書館司書の配置や各校のボ

ランティアに対する研修、取組内容や課題解決のボランティア間での共有の場を設けるこ

となどへの支援を広げる。さらに今年度職場体験などで実施を重ねたビブリオバトル（知

的書評合戦）も活用を進める。 

言語活動については、引き続き研究協力校・指定校での研究を支援するとともに、北区

小中一貫教育カリキュラムを実践しながら改善を行い、各教科・領域等において言語活動

の充実を図っていく。 

理科大好きプロジェクトでは、理科に関する興味と関心を高めるとともに実験、実習を

通して理科のおもしろさや楽しさを実感できる機会を提供することで、理科が好きな子ど

もを育成することを目指し、お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンターと
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連携して事業を推進している。平成２４年度には、中学生を対象とするサイエンスラボ、

サイエンス DAYキャンプの会場を（仮称）北園まなび館から教育未来館に移転し、小学生

高学年を対象とする「科学・環境スクール」との連携を深めたところであるが、引き続き

事業の効果的かつ効率的運営を図りつつ、理科大好きプロジェクトを更に充実していく。 
新聞大好きプロジェクトでは、引き続き、「比べて読もう新聞コンクール」の実施や「新

聞大好きプロジェクト推進連絡会」を運営し、教員の各教科・領域等における新聞の効果

的な活用方法について理解を深めるとともに、実践的な指導力の向上の支援を行っていく。

また、各学校での新聞を活用した研修や研究協力校・指定校の研究活動の支援を一層推進

していく。 
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《取組の方向（１）を推進するための主な指標》 

◇学力パワーアップ等非常勤講師の配置推移 
 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

小学校 ９０名 １０３名 １０４名 １０４名 １０５名 １０８人

中学校 ３０名 ２７名 ２７名 ２７名 ２７名 ３１人

 

◇小中一貫教育の推進 

２２年度 モデル実施（４サブファミリー、１５校２園） 

２３年度 モデル実施（３サブファミリー、１２校１園） 

２４年度 全校実施（１２サブファミリー、５０校６園） 

 

 ◇理科大好きプロジェクト（理科実験支援事業の参加生徒児童数） 

２２年度 １１２学級 ３，２０７人 

２３年度  ８０学級 ２，１１７人 

２４年度  ９５学級 ２，７７４人 

 

 ◇中学校スクラム・サポート事業（家庭学習アドバイザー配置校） 

  ２３年度 １校、田端中学校 

  ２４年度 ３校、田端中学校、王子桜中学校、稲付中学校 

２５年度 ６校、田端中学校、王子桜中学校、稲付中学校、明桜中学校、神谷中学校、 

飛鳥中学校 

 

 ◇中学校スクラム・サポート事業（「数学」専任教育アドバイザーの巡回指導） 

  北区基礎・基本の定着度調査結果 数学科 中学校第２・３学年 

－達成率（区全体の正答率／目標値 ％）の比較－ 

 

 第２学年 第３学年 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

数と式 ８５．０ ９０．４ ９７．２ ９９．２ ９８．２ １０５．８

図形 ８８．２ ９０．７ ９７．３ ９６．３ ９３．６ ９６．３

図形数量関係 ９５．５ ９４．７ １０３．１ ９６．７ ９５．２ ９８．８
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◇平成２５年度北区基礎基本定着度調査結果（目標値・北区の比較） 
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《取組の方向（１）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

学力パワーアップ事業・少人
数指導・ティーム・ティーチ
ング 

206,325

小学校では児童数に応じて１名から６名程
度、中学校には２名の非常勤講師を配置し、
一人ひとりの児童・生徒に応じたきめ細かな
指導を行う。 

基礎・基本の定着度調査   15,636

小学校２～６学年及び中学校全学年で「基
礎・基本の定着度調査」を実施して学力の定
着度を把握するとともに、結果分析を通じて
各校独自の授業改善プランを作成し、児童・
生徒の確かな学力の定着を図る。 

実力アップ土曜教室 1,960

中学校において、土曜日や長期休業日を活用
して生徒一人ひとりの習熟度や学習意欲に
応じた学習指導を行い、基礎的・基本的な学
力及び学習習慣の定着を図る。 

中学校スクラム・サポート事
業 

21,766

「数学」専任の教育アドバイザーを配置し、
全区立中学校を巡回指導する。また、拠点校
では、外部講師（民間教育機関の講師）が希
望する生徒の「数学・英語」の家庭学習を支
援し、生徒の学習上の課題解決に向けて対応
する。 

小中一貫教育の推進 7,697

小中９年間を見通した教育内容・方法を検討
するモデル事業等の取り組みを活かし、２４
年度から学校ファミリーを基盤とした小中
一貫教育を全校で実施している。 

学校図書館の整備 25,730

蔵書の充実とバーコード貼付による蔵書管
理の電子化、教員や図書ボランティアへの研
修、読み聞かせ活動や読書講演会を充実し、
児童・生徒の読書の推進と言語力の向上を図
る。 

言語活動の充実 － 

児童・生徒の言語力の育成を目指し、小・中
各１校を研究校に指定して研究発表を行い、
その成果を全校で共有する。 
（予算は、取組の方向(5)「研究活動支援経
費」に含まれる。） 

理科支援員配置事業 17,024
全小学校に理科支援員を配置し、実験活動の
教員支援等を行って理科授業の活性化及び
充実を図る。 

理科大好きプロジェクト 9,264

お茶の水女子大学と連携して小学校におけ
る理科授業の実験支援に加え、２４年度から
全中学校において理科実験支援を行ってい
る。また、２５年度から中学校の理科部支援
のモデル事業を行う。さらに、中学生を対象
とする実験教室を実施し、理科に関する興味
と関心を高め理科好きな子どもを育成する。

新聞大好きプロジェクト 890
小・中学校において、新聞を活用した授業を
通して、子どもの思考力・判断力・表現力等
を育成する。 
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【総合評価】 

 １．基礎的な知識及び技能の確実な定着 

児童・生徒の基礎学力の定着や、自ら学び自ら考える力の育成を目指し、学校のニーズ

を踏まえながら効果的に非常勤講師を配置していくため、非常勤講師の資格要件や単価、

配置人数等について、さらに事業の再編を図っていくこととする。 

 

 ２．思考力、判断力、表現力や問題解決能力等の育成 

小中一貫教育の推進については、「北区学校ファミリーの日」の取り組みなどを通じて校

種の違いを越えた理解が教員間でも進んでいる。小中一貫教育を全校実施したことを踏ま

え、より着実な支援を行っていく。各学校・サブファミリーにおいては、北区独自に作成

した小中一貫教育カリキュラムを活用し、学校ファミリーを基盤とした就学前から義務教

育につながる一貫性、連続性を大切にした教育をより一層推進していく必要がある。 

児童・生徒に身近な読書環境については、0歳児から小・中学校と継続して、「誰もが本

を読める環境の整備」を推進する必要がある。 

理科大好きプロジェクトは、引き続きお茶の水女子大学との連携を深めながら、義務教

育９年間を見通したより効果的・効率的な実施方法を検討していくこととする。 
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視点：１ 「教育先進都市・北区」にふさわしい学校教育を展開する 

 

 

主管課：教育指導課  関係課：学校支援課 

 

《取組の方向（２）を推進するための重点施策》 

 ３．心の教育の推進 

豊かな心を育むため、道徳教育や人権教育の改善・充実を図り、心の教育の推進に取り

組む。 

 

 ４．体験活動の充実 

豊かな心を育むため、自然体験活動や社会体験活動などの学校の外で行う体験の充実を

図る。  

 

 

《重点施策の取組状況》 

 ３．心の教育の推進 

すべての小・中学校において道徳授業地区公開講座を実施するとともに、道徳教育推進

教師研修を年３回開催し、校内における道徳教育推進体制の確立を図ることを支援してい

る。研修では、サブファミリーの学校単位で協議を行うなど、小中一貫した道徳教育の充

実を図っている。 

児童・生徒の健全育成推進を目指して生活指導上の課題解決を図るため、学校・保護者・

地域・関係諸機関と連携して「心の教育推進委員会」を開催している。平成２５年度には

教育未来館と共催し、広く区民を対象とした「心の教育発表会」を開催した。また、心の

教育を啓発するために、指導資料「健やかな子ども」を発行している。 

そのほか、幼稚園・小学校・中学校の関係者による人権教育推進委員会を設置して人権

教育推進上の課題を協議し、「北区人権教育推進だより」を作成している。また、北区人権

教育研修会及びブロック別協議会を開催するなどして、教育内容・方法の充実を図ってい

る。 

北区教育委員会事務局では、平成２４年度末に引き続いて「いじめゼロ」に向けた対策

として、平成２５年１月にはいじめ問題対応研修会を実施し、平成２５年度は全小中学校

でのＱ-Ｕ調査の実施、小学校スクールカウンセラーの配置拡大、スクールソーシャルワー

カーの配置増員、「いじめ対応」校内研修の実施やリーフレットの作成などを実施した。 

 

 

 

取組の方向：（２） 豊かな心を育む 
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 ４．体験活動の充実 

自然体験活動としては、「岩井移動教室（小４）」「岩井自然体験教室（小５）」「日光高原

学園（小６）」を計画どおり実施するとともに「岩井臨海学園（中学校）」の対象を中学１・

２年から中学１年に変更を行い、より生徒の発達に応じたプログラムとなるよう実施した。

自然や人とのふれあいを通して児童・生徒の「生きる力」の育成を図った。 

また、地域社会の中で、望ましい人間関係を形成することや、一人ひとりが社会的・職

業的に自立するために必要な基盤となる能力や態度を育てるとともに、キャリア発達を促

すことを目的として、中学２年生を対象に５日間の職場体験活動を実施している。この職

場体験活動を継続的・発展的に推進していくために「職場体験中央推進委員会」を開催し、

学校・事業所・地域関係諸機関と連携を図っている。 

 

 

《課題と今後の対応・方向》 

 ３．心の教育の推進 

道徳授業地区公開講座を広く区民に公開し、学校と地域とが連携、交流する場を更に広

げていく。 

また、「心の教育推進委員会」や「人権教育推進委員会」での課題検討結果を各小中学校

で活かすとともに、地域と連携しながら児童・生徒の健全育成を図ることが重要である。

引き続き、校内における道徳教育推進体制の充実を図るともに、「健やかな子ども」や「北

区人権教育推進だより」を発行して、児童・生徒の健全育成の啓発を推進していく。あわ

せて、北区人権擁護委員等を講師に招へいした北区人権教育研修会及びブロック別協議会

を開催するなど、心の教育を推進していく。 

いじめ問題の対策の一つとして、Ｑ-Ｕ調査を実施し、配慮が必要な児童･生徒に早い段

階で学校全体で対応することにより、未然防止を図っていく。 

また、いじめ問題の対策は、心の教育の観点からだけでなく、安心して学べる環境づく

りの観点からもとらえ、この問題で、子どもが万が一にも命を失うようなことのないよう、

幅広く事業を展開していく。 

さらに、「心の糧」としての読書活動の意義をより一層重視し、魅力ある図書館事業を推

進するとともに、読書指導への取り組みをより一層充実させていく。 

 

 ４．体験活動の充実 

宿泊事業については、遠隔地で行う事業であることから、事前の現地確認や準備はもと

より、保護者に対する情報提供に関して学校と教育委員会が連携を緊密にとり、安全管理

についてきめ細かく対応していくこととする。また、より充実した活動となるよう、児童・

生徒の発達に応じたプログラムの改訂に努めていく。 

社会体験活動については、今後も中学生の職場体験活動を充実させるため、学校、事業

所、地域関係機関との一層の連携を図り、受け入れ可能な事業所を開拓していく。 
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《取組の方向（２）を推進するための主な指標》 

◇自然体験活動の移動教室や夏季施設等宿泊事業の参加率 

平成２３年度 

岩井臨海学園（中学校）72.2％ 

移動教室（小４）99.1％、自然体験教室（小５）99.5％、日光高原学園（小６）97.1％ 

平成２４年度 

岩井臨海学園（中学校）87.2％ 

移動教室（小４）99.8％、自然体験教室（小５）97.5％、日光高原学園（小６）98.5％ 

平成２５年度 

岩井臨海学園（中１）90.9％ 

移動教室（小４）98.1％、自然体験教室（小５）98.8％、日光高原学園（小６）97.1％ 

平成２６年度（目標） 

岩井臨海学園（中１）90.0％ 

移動教室（小４）100％、自然体験教室（小５）100％、日光高原学園（小６）99.0％ 

※平成２５年度から岩井臨海学園の対象を中学１・２年から中学１年に変更 

 

 

《取組の方向（２）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

道徳教育の改善・充実 530

道徳授業地区公開講座の内容改善を図るととも
に、道徳教育推進教師研修会を実施し、各校に
おける道徳教育推進体制を確立する。また、心
の教育推進委員会を実施し、子どもの健全育成
を推進する。 

人権教育の改善・充実     7,743

人権教育推進委員会を設置し、人権教育に関す
る教育内容・方法の充実・改善を図る。また、
人権教育を学校全体として組織的・計画的に進
めるため、全体計画及び年間指導計画を作成し
各校における人権教育の充実を図る。 

自然体験活動の充実 72,845

岩井移動教室や夏季施設などで自然体験活動を
行い、自然や文化に親しみ情操を豊かにすると
ともに、集団生活を行うことにより、自立心・
公徳心・協調性などを育成する。 

社会体験活動の充実  2,366 

生徒が自らの進路選択・決定に必要な能力・態
度を身に付けるために、中学校での職場体験の
充実を図る。また、職場体験中央推進委員会を
設置し、事業に関する広報活動や事業所開拓等
の支援をして学校、事業所、地域関係諸機関と
の連携・協力を推進する。 
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【総合評価】 

 ３．心の教育の推進 

心の教育の推進に関して、「北区教育ビジョン２０１０」策定に向けて行った保護者アン

ケートの中で、保護者が『公立学校の教育に求めるもの』を３つまで選ぶ設問に対する回

答の第１位は、『心の教育の充実』であった。 

このことから、公教育において子どもの規範意識や公共心・道徳心を高めていくため、

引き続き道徳教育や人権教育の充実を図って「心の教育」を推進していく必要があり、人

権教育推進委員会を設置し人権教育に関する教育内容・方法の充実・改善を目指して実践

を重ねているところである。 

引き続き、「いじめは絶対にしない、させない、許さない」という強い決意のもと、「（仮

称）いじめ防止条例」の制定に向けて、全児童・生徒及び保護者、地域とともにいじめ問

題の解決に向けて取り組んでいくこととし、いじめの多寡やその問題がいじめかどうかを

区別することに拘泥するのではなく、問題の解決に向けて真摯に取り組んだ学校や教員へ

の評価を適切に行うことで、学校の取り組みを間接的に支援していく。 

 

 ４．体験活動の充実 

子どもの豊かな心を育むとともに、児童・生徒が自然体験活動や社会体験活動等さまざ

まな体験活動を通じて「生きる力」を育成するため、学校・保護者・地域関係者と連携を

図りながら、プログラムの更なる充実に取り組んでいくこととする。 
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視点：１ 「教育先進都市・北区」にふさわしい学校教育を展開する 

 

 

主管課：教育指導課  関係課：学校支援課 

 

《取組の方向（３）を推進するための重点施策》 

 ５．子どもの体力の向上 

子どもの体力の向上を図るため、学校の教育活動全体を通して、体育・健康に関する指

導の改善・充実に取り組む。さらに、平成２５年度は「中学校部活動の在り方検討委員会」

を設置し、中学校部活動の活性化・健全化と存続のため、課題と支援策を検討する。 

 

 ６．学校における食育の推進 

健やかな体を育てるため、家庭や地域社会との連携を図りながら、学校の教育活動全体

を通じて食育を推進する。 

 

 

《重点施策の取組状況》 

 ５．子どもの体力の向上 

体育巡回実技研修テキスト「ゲーム・ボール運動」を基に、すべての区立小学校におい

て体育実技研修会を実施し、体育科授業の改善を図った。体育・健康教育研修会において

は、水泳指導に関する研修会や健康教育に関する研修会を小学校教諭、中学校教諭、初任

者教諭を対象に実施した。 

更に、全小・中学校の全学級において児童・生徒の体力・運動能力等調査を実施した。

調査結果から課題を把握し、課題解決のために一校一取組（小学校においては、一学級一

実践の取組）を実践することで、児童・生徒の体力の向上を目指している。 

また、中学生による「東京駅伝」大会に出場する北区選抜選手については、大学との連

携事業の一環として東洋大学駅伝チームとの交流事業や、平成２６年１月にはナショナル

トレーニングセンターと連携し、オリンピックなど世界レベルの大会で出場経験のある元

陸上選手をコーチに招き練習会を開催した。 

平成２４年度から、新しい学習指導要領が全面実施されたことに伴い、中学校の保健体

育においては全生徒が武道の学習をすることとなった。しかしながら、柔道の危険性が指

摘されていることから、北区柔道会の協力のもと外部指導員を各中学校への派遣している。 
また、平成２５年度は研究協力校である滝野川第七小学校が「健康でたくましい子の育

成」について研究発表した。 
学校保健会では、２年間を１サイクルとして学校保健研究協力校・園を委嘱し、園児・

児童・生徒の保健推進のための研究を実施してその成果を平成２６年１月の学校保健大会

取組の方向：（３） 健やかな体を育てる 
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で発表した。 

また、疾病等への対応として、次のとおり取り組んだ。 

①疾病への予防対応 

学校が学校医との連携を密にし、早期発見・予防及び事後指導が徹底できるよ

うに努めた。 

②感染症への対応 

保健所と連携し、地域の流行動向について助言を得られる体制を整えているほ

か、都区内の感染情報、動向を早期に各学校へ提供し、流行前の予防、拡大防止

に努めた。 

③アレルギー疾患のある児童・生徒への対応 

北区立小・中学校アレルギーにおけるアレルギー疾患への対応【簡易マニュア

ル】を作成し、学校生活管理指導表等の個別対応票の活用により、学校内で適切

に対応できる体制を整え実践した。 

④心の問題への対応 

必要時に学校精神科医による専門的助言を受けられる体制を整備している。 

 

６．学校における食育の推進 

食育リーダーと学校栄養職員を中心に、学級担任等との連携を充実することや多様な指

導の工夫を図るため、食育リーダー・学校栄養士研修会を実施している。平成２５年度は

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科准教授 赤松利恵先生を招き、給食を中

心とした食育の推進について講演及び研修を行った。 

学校給食を活用した食育については、北区教育広報紙「くおん」で毎号、学校給食メニ

ューを紹介したほか、家庭配付用献立表において栄養価、食材を表示し、バランスのとれ

た、健康によい食事の摂り方の参考となる情報を発信している。 

多種多様な給食献立を立案し、バイキング献立など給食を選択する能力を養いながら、

ランチルームが設けられる学校では、異学年児童・生徒とともにコミュニケーションを図

り、楽しく給食を摂れる取り組みを進めたほか、季節行事に合わせた行事食や旬の食材を

取り入れた献立など食文化に繋がるような給食となるよう工夫をしている。 

また、調理過程で出る調理くずや給食の残菜は、生ごみ処理機を使ってコンポスト（有

機質肥料－堆肥）をつくり、ごみの減量化を図っている。 

更に、学校給食を提供する上で重要な衛生管理を徹底するために、学校栄養職員に対し

て衛生講習会を開催し、衛生面での管理について注意・喚起して意識の向上を図っている。 
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《課題と今後の対応・方向》 

 ５．子どもの体力の向上 

引き続き、体育実技研修会等の充実を図り、体育科の授業改善を推進する。また、一校

一取組の成果や体力・運動能力等調査結果を教育研究会体育部で活用し、さらに指導方法

の改善・充実を図っていく。 

また、「東京駅伝」大会を将来的に小・中学生のあこがれの大会となるように位置付けて

支援していく。それに向けて走ることや体を動かすことが「楽しい」「素晴らしい」と思え

るような体力向上策を、教育研究会の体育部を中心に計画し、実践することを目指してい

く。 

中学校における武道の必修化に伴い安全な授業を実施するため、教員への実技研修や専

門性の高い指導員による支援を充実させていく。 

児童・生徒の健康問題については、定期健康診断等を通して把握できる疾病等のほか、

近年はアレルギー疾患、発達障害や不登校等の「こころ」の問題など、多岐に渡り個別化

が見受けられるようになった。疾病異常調査の推移から児童・生徒の全体的健康状況を把

握するとともに、必要に応じて生活管理指導表の提出を促すなど、学校生活が安心・安全

に行われるよう構築されたシステムを、更に強化していくことに加えて、きめ細やかな個

別対応の実施が求められている。 

また、麻しん、新型インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症は、学級閉鎖等、学校

生活そのものに大きな影響を及ぼすこととなるため、発生動向等、早期の情報収集及び提

供、地域内の情報の共有化に向けた体制整備を更に推進し、感染拡大防止に努めていく。 

 

 ６．学校における食育の推進 

平成２３年度に「食に関する指導の全体計画」を全ての小・中学校で作成した。それと

合わせて「食に関する指導の年間計画」を小学校は平成２３年度に、中学校は平成２４年

度に作成した。引き続き、各学校では「全体計画」・「年間計画」に基づき全教育活動を通

して、食育の推進を目指していく。 
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《取組の方向（３）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

体育・健康に関する指導
の改善・充実 

（予算は、取組
の方向(5)「教
員研修の充実」
「研究活動支
援」経費に含ま
れる。） 

体育実技研修会等の充実を図り、体育科の授業改
善を推進する。また、「スポーツ教育推進校」（中
学校）や「生活習慣や運動習慣等定着実践研究モ
デル校」（小学校）を指定して研究し、その成果
を各校で共有する。 
あわせて、全国体力・運動能力、運動習慣等調査
を活用して課題を把握し、学校における体育・健
康指導の改善・充実を図る。 

学校保健教育の充実 

学校保健会予
算 1,125千円  

子どもたちが自ら健康的な生活習慣を身につけ
るため、健康教育研修会、保健主任・養護教諭研
修会を実施し、保健学習や保健指導を中心とした
学校保健教育の充実を図る。 

食育リーダーを中心とし
た食育の推進 

食育推進委員会を設置して食に関する指導内容
の充実を図り、食育リーダーを中心とした食育を
推進する。 
あわせて、食育研究指定校を指定して研究し、そ
の成果を各校で共有する。 

学校給食を活用した食育
の推進 

食育リーダー・学校栄養士研修を実施し、食育リ
ーダーと学校栄養職員を中心にして学級担任等
との連携の充実や多様な指導の工夫を図る。 
また、学校給食を通して、楽しく食事をすること、
健康に良い食事の摂り方などの望ましい食習慣
の形成を図る。 
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《取組の方向（３）を推進するための主な指標》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均

東京都 115.8 20.6 64.4 8.4 10.3 28.1 25.1 13.3 11.8 103.9 5.3 28.6

北区 116.1 20.7 64.8 8.2 10.5 28.0 25.3 13.2 11.7 101.5 5.1 28.5

東京都 121.7 23.0 67.3 10.2 13.1 30.5 28.8 19.6 10.9 114.8 7.0 36.6

北区 121.9 23.2 67.6 10.5 13.1 30.9 29.6 18.7 10.7 113.9 7.1 37.0

東京都 127.6 26.0 70.0 12.0 15.1 32.9 31.9 25.4 10.4 125.1 8.9 43.0

北区 127.6 26.3 70.2 11.9 14.3 33.0 32.9 24.2 10.2 124.3 9.0 42.7

東京都 133.6 29.3 72.7 13.9 17.0 35.1 35.7 31.7 9.9 134.8 11.0 49.2

北区 134.1 29.8 73.1 14.0 16.8 35.4 36.4 31.6 9.8 136.1 11.4 49.7

東京都 140.2 33.4 75.8 16.3 18.4 37.8 39.1 37.4 9.5 143.5 12.9 54.8

北区 140.4 33.6 76.2 16.6 17.9 37.6 39.7 36.5 9.5 142.1 13.1 54.9

東京都 146.9 38.3 79.2 19.3 19.6 40.7 41.7 42.9 9.2 152.4 14.8 60.1

北区 147.5 39.0 79.7 19.2 18.9 39.3 41.6 41.2 9.1 151.3 15.0 59.6

東京都 152.2 43.0 82.2 21.2 20.1 41.6 43.3 310.3 45.8 9.1 158.2 10.7 41.1

北区 152.8 44.3 82.7 21.7 20.4 39.0 42.2 310.2 41.2 9.2 154.4 10.6 39.6

東京都 155.3 46.5 83.9 23.3 22.8 43.8 44.8 295.5 54.0 8.9 162.5 12.1 46.6

北区 155.7 47.5 84.4 23.7 21.9 41.7 43.4 298.5 57.8 8.9 159.5 12.2 45.3

東京都 156.9 49.1 85.0 24.5 23.5 45.4 45.1 297.3 54.4 8.8 164.8 13.0 48.7

北区 156.9 49.2 85.2 24.4 22.9 42.8 44.3 292.6 58.3 8.8 164.4 12.5 47.3

※　中学校・高等学校は持久走と20mシャトルランから１種目を選択して実施します。小学校は全員20mシャトルランを実施しています。

※　ボール投げについては、小学校がソフトボール投げ、中学校がハンドボール投げです。

※　体力合計点の人数は、８種目全てのデータを提出した児童・生徒数です。
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女
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校種 学年

中
学
校

１年

２年

３年

 平成２５年度体力テスト結果（東京都・北区の比較）

平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均

東京都 116.8 21.0 64.9 9.0 10.7 25.5 26.2 15.9 11.5 111.1 7.7 28.9

北区 117.2 21.2 65.2 9.1 10.4 25.3 26.4 15.7 11.4 107.7 7.5 28.5

東京都 122.8 23.6 67.8 10.9 13.6 27.3 30.2 26.1 10.6 122.8 11.3 36.7

北区 123.1 23.8 68.1 11.1 13.8 27.2 30.4 24.8 10.5 121.8 11.1 36.5

東京都 128.5 26.5 70.4 12.8 15.8 29.4 33.6 35.2 10.0 133.1 15.1 43.0

北区 128.4 26.6 70.6 12.6 15.5 29.2 34.6 33.3 9.9 132.1 15.2 43.3

東京都 133.9 29.8 72.8 14.7 18.0 31.1 37.7 43.4 9.6 142.4 18.8 49.1

北区 134.2 30.0 73.0 14.7 17.5 30.7 38.3 43.2 9.5 142.6 19.3 49.0

東京都 139.2 33.3 75.0 16.8 19.8 33.4 41.4 50.5 9.3 151.4 22.5 54.5

北区 139.4 33.7 75.3 17.1 19.7 33.1 42.3 51.0 9.2 150.2 22.8 54.7

東京都 145.2 37.6 77.6 19.6 21.7 35.7 44.5 57.9 8.9 162.0 26.3 60.1

北区 145.5 38.0 77.8 19.4 21.5 34.0 44.7 57.3 8.9 161.3 26.1 59.7

東京都 152.8 43.1 81.1 23.1 23.8 37.2 47.4 431.6 65.8 8.6 174.0 17.5 32.0

北区 153.3 43.9 81.8 23.3 23.8 34.2 46.5 436.6 70.1 8.6 172.7 17.3 31.4

東京都 160.0 48.2 84.8 28.6 27.1 40.9 50.3 394.8 80.2 8.0 190.0 20.2 40.1

北区 160.3 48.6 85.1 29.4 27.2 38.1 49.3 395.7 91.0 8.0 189.7 20.5 39.8

東京都 165.8 53.4 88.1 33.8 29.2 44.6 52.6 380.2 87.8 7.6 204.4 22.8 46.9

北区 166.0 54.0 88.6 34.2 29.8 42.1 52.1 379.9 94.5 7.6 205.6 22.8 46.5

２年

３年
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1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 計 1 2 3 計

1 在籍者数 1018 972 1028 996 975 1005 5,994 953 879 880 954 958 972 5,596 11,590 791 752 774 2317 699 745 729 2173 4490
2 受診者数 1017 971 1026 994 972 999 5,979 951 879 879 952 956 966 5,583 11,562 784 731 727 2242 696 727 693 2116 4358

3 栄養状態 (1)栄養不良 0 2 1 3 0 0 6 0 1 2 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)肥満傾向 11 19 26 49 38 43 186 15 12 18 28 31 29 133 319 5 7 8 20 10 10 3 23 43

4 脊柱胸郭 (1)脊柱側わん症・脊柱異常 1 2 1 8 4 4 20 0 0 0 10 11 7 28 48 0 17 13 30 11 31 20 62 92
(2)胸郭異常 1 2 1 1 1 1 7 1 0 0 1 0 0 2 9 0 3 0 3 0 0 0 0 3

5 視力 裸眼 1014 968 1017 987 960 988 5,934 947 869 870 939 944 948 5,517 11,451 765 698 691 2154 673 677 605 1955 4109
視力 (1)1.0以上 772 697 678 648 579 520 3,894 683 601 540 544 484 441 3,293 7,187 418 321 295 1034 297 254 222 773 1807

(2)1.0未満0.7以上 156 145 134 114 93 110 752 182 148 130 129 107 104 800 1,552 75 83 72 230 83 74 69 226 456
(3)0.7未満0.3以上 75 93 115 134 140 171 728 68 87 125 144 168 176 768 1,496 114 129 138 381 109 131 130 370 751
(4)0.3未満 11 33 90 91 148 187 560 14 33 75 122 185 227 656 1,216 158 165 186 509 184 218 184 586 1095

17 32 64 100 140 185 538 20 34 56 122 190 234 656 1,194 155 167 182 504 191 218 217 626 1130
眼鏡・コンタクト装用のため矯正視力のみ測定者 3 2 6 7 13 12 43 3 6 9 9 13 18 58 101 21 35 59 115 24 56 106 186 301

6 眼疾患 受診者 1003 967 1024 986 967 998 5,945 931 876 879 951 956 962 5,555 11,500 776 726 739 2241 691 727 700 2118 4359
(1)感染性眼疾患 0 1 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)アレルギー性眼疾患 34 37 41 62 51 45 270 30 27 31 46 59 49 242 512 20 21 18 59 21 19 17 57 116
(3)その他の眼疾患 29 27 29 27 19 31 162 28 21 22 25 20 25 141 303 20 14 18 52 16 13 8 37 89

7 聴力 受診者 1016 971 1011 0 948 0 3,946 952 877 871 0 937 0 3,637 7,583 699 0 649 1348 635 0 645 1280 2628
難聴 8 9 7 0 3 0 27 14 3 8 0 1 0 26 53 4 0 1 5 1 0 4 5 10

8 耳鼻咽喉 受診者 1016 970 1024 993 968 996 5,967 950 878 878 951 956 965 5,578 11,545 778 730 737 2245 691 720 702 2113 4358
　　　科疾患 (1)耳疾患 117 87 83 72 71 86 516 114 78 77 77 62 48 456 972 61 52 36 149 22 30 19 71 220

(2)ア　アレルギー性鼻疾患 132 160 155 170 172 169 958 92 92 93 121 133 131 662 1,620 127 142 136 405 97 96 80 273 678
　 イ　その他の鼻・副鼻腔疾患 74 73 59 54 42 39 341 46 33 26 24 46 15 190 531 19 15 14 48 12 5 8 25 73
(3)口腔咽喉頭疾患 8 2 8 5 3 1 27 11 4 6 3 3 1 28 55 0 1 1 2 0 0 2 2 4

9 皮膚疾患 (1)感染性皮膚疾患 2 3 2 0 0 0 7 3 0 1 0 0 1 5 12 0 1 0 1 0 0 1 1 2
(2)アレルギー性皮膚疾患 60 70 63 68 64 55 380 53 43 48 40 46 52 282 662 16 12 18 46 34 19 17 70 116

10 結核 受診者 1017 971 1027 996 971 998 5,980 951 879 879 952 958 967 5,586 11,566 784 731 727 2242 696 727 693 2116 4358
(1)結核患者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)精密検査対象者 11 1 1 1 0 2 16 11 1 1 1 2 3 19 35 1 3 0 4 1 0 2 3 7

11 心臓 受診者（心電図検査） 938 0 0 0 0 0 938 952 0 0 0 0 0 952 1,890 786 0 0 786 696 0 0 696 1482
(1)心臓疾患 12 12 7 17 7 12 67 9 6 5 13 6 11 50 117 13 9 8 30 4 1 7 12 42
(2)心電図異常 61 0 0 0 0 0 61 61 0 0 0 0 0 61 122 72 0 0 72 62 0 0 62 134

12 検尿 受診者 1015 972 1026 994 971 1004 5,982 952 878 879 952 957 968 5,586 11,568 789 734 756 2279 698 734 718 2150 4429
(1)尿蛋白検出 1 1 3 5 5 15 30 2 3 6 16 18 31 76 106 17 24 36 77 13 22 21 56 133
(2)尿糖検出 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 4 8 9 0 0 1 1 1 2 1 4 5

13 寄生虫 受診者 1000 954 969 0 0 0 2,923 919 866 859 0 0 0 2,644 5,567 0 0 0
　　卵保有 寄生虫卵保有者 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

14 その他 (1)気管支喘息 58 48 51 61 49 52 319 37 32 30 32 28 38 197 516 21 19 19 59 17 20 8 45 104
(2)腎臓疾患 3 1 1 3 1 1 10 1 2 0 6 0 2 11 21 0 0 0 0 3 1 1 5 5
(3)その他の疾病・異常 15 17 18 12 14 26 102 14 15 18 8 16 15 86 188 27 22 14 63 16 13 10 39 102

15 歯科 (1)歯科受診者 1013 970 1023 992 966 997 5,961 949 879 876 947 955 963 5,569 11,530 783 728 741 2252 690 729 709 2128 4380
(2)う歯 ア　処置完了者 195 243 339 343 312 267 1,699 188 227 278 331 302 266 1,592 3,291 169 139 153 461 182 182 191 555 1016
・要観 イ　未処置歯のある者 214 229 225 208 177 141 1,194 187 190 211 209 154 128 1,079 2,273 126 109 125 360 114 107 127 348 708
察歯 ウ　永久歯のう歯経験者 39 71 141 195 198 238 882 48 77 161 203 239 297 1,025 1,907 242 236 270 748 266 277 314 857 1605

82 94 114 121 106 121 638 75 94 117 114 122 143 665 1,303 118 122 144 384 147 156 186 489 873
(3)歯肉 ア　歯周疾患 0 4 9 25 21 23 82 0 2 5 10 16 12 45 127 17 30 31 78 10 12 10 32 110

の状態 イ　歯周疾患要観察者 34 60 79 86 102 99 460 28 62 79 77 89 106 441 901 216 154 164 534 141 135 122 398 932
(4)歯列・咬合の異常 28 41 37 34 36 42 218 28 44 41 32 32 28 205 423 27 32 31 90 45 47 36 128 218
(5)顎関節の異常 0 1 0 0 1 0 2 2 6 1 2 1 0 12 14 0 0 1 1 1 1 0 2 3
(6)その他の歯・口腔の疾病・異常 33 32 28 49 44 63 249 27 26 32 38 51 49 223 472 38 25 13 76 20 14 10 44 120
(7)永久歯の ア　未処置歯数（Ｄ） 0 0 0 0 0 109 109 0 0 0 0 0 142 142 251 190 0 0 190 214 0 0 214 404
　う歯の内容 イ　う歯による喪失歯数(M) 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 11 14 0 0 14 25
（小学校第6学年のみ） ウ　処置歯数（Ｆ) 0 0 0 0 0 457 457 0 0 0 0 0 631 631 1,088 392 0 0 392 494 0 0 494 886

中学校
合計

(1)～(4)のうち眼鏡・コンタクト装用者

裸眼視力測定者　　　　(1)～(4)の合計

エ　乳歯又は永久歯に要観察歯のある者

乳歯又は
永久歯のう

歯

項目                                                                          

       平 成 2 5 年 度 定 期 健 康 診 断 疾 病 異 常 調 査 集 計 表
小学校（男子） 小学校（女子）

小学校
合計

中学校（男子） 中学校（女子）
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平成２５年度 食育リーダー設置状況等調査書 

１ 食育リーダー設置状況 

学校区分 学校総数 食育リーダー設置校数 

小学校 38 38 

中学校 12 12 

２ 食育推進チーム設置状況 

学校区分 学校総数 食育推進チーム設置校数 

小学校 38 38 

中学校 12 12 

３ 食に関する指導の全体計画作成状況 

学校区分 学校総数 食に関する指導の全体計画作成校数 

小学校 38 38 

中学校 12 12 

４ 食に関する指導の年間指導計画作成状況 

学校区分 学校総数 食に関する指導の年間指導計画作成校数 

小学校 38 38 

中学校 12 12 

 
 

【総合評価】 

 ５．子どもの体力の向上 

児童・生徒の体力水準が全体的に低下傾向にあることは重大な課題である。児童・生徒

が学校の教育活動の中で積極的に運動に取り組めるよう、引き続き一校一取組を推進して

いく必要がある。 

あわせて、学校保健研究協力校制度を継続し、協力校における健康保持・増進のための

取り組みを全区的に共有していくよう努めるとともに、子ども達が健康的な生活を獲得で

きるよう、保護者向け研修会等を開催し、家庭の意識を高めていく必要がある。 

 

 ６．学校における食育の推進 

児童・生徒が、心身の調和のとれた発達を図るためには、運動を通じて体力を養うとと

もに、望ましい食習慣を形成することが必要である。学校の教育活動を通じて、家庭と連

携をとりながら今後も食育の推進を図っていくこととする。 
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視点：１ 「教育先進都市・北区」にふさわしい学校教育を展開する 

 

 

主管課：教育指導課 

 

《取組の方向（４）を推進するための重点施策》 

 ７．特別支援教育の推進 

発達障害を含む障害のある児童・生徒の適切な就学を推進し、特別な教育的ニーズに応

え、一人ひとりの能力や可能性を最大限に伸長し、それぞれが自分らしく輝くことのでき

る多様な教育を展開していく。特に通常の学級に在籍する発達障害の児童・生徒への支援

体制の整備、必要に応じた特別支援学級の整備、校内体制への支援や関係機関との連携体

制の整備など、全ての小・中学校における特別支援教育の推進を目指す。 

 

 

《重点施策の取組状況》 

 ７．特別支援教育の推進 

① 発達障害を含む障害のある児童・生徒等に対して適切な教育を行うため、平成１９年

度に策定した「北区特別支援教育推進計画」を見直し、平成２４年度に策定した「第二

次北区特別支援教育推進計画」に基づき、北区の特別支援教育のさらなる推進を図って

いる。 

② 情緒障害等通級指導学級の通級利用数が著しい増加傾向にあり、この傾向は今後も続

くものと推測される。 

東京都教育委員会は、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画（平成２２年１１

月）において、すべての小・中学校に「特別支援教室」を設置し、在籍校・在籍学級に

おける支援体制を整備する「特別支援教室構想」を提案した。この構想を進めることは、

本人の障害による困難な状況の改善及び級友等の理解啓発を図る観点からも重要であり、

発達障害のある児童・生徒の将来の自立と社会参加を支援する上で大きな意義がある。

そのため、北区では平成２４年度から平成２６年度までの３年間、東京都教育委員会が

示した「特別支援教室モデル事業」を引き受け、平成２４年度に特別支援教室モデル事

業検証委員会を立ち上げて従来の「子どもが動く」というシステムから、「教員が動く」

巡回指導型の新たなシステムへと転換するための検討を進めている。 

③ 言語障害通級指導学級への通級児童数が平成１７年度から急増しているとともに、小

学校情緒障害等通級指導学級への通級児童数も平成２０年度から急増している。そのた

め、平成２２年度に特別支援学級設置校長会の組織内に通級指導学級設置検討委員会を

設置し、平成２４年度に八幡小学校に言語障害と情緒障害等の通級指導学級を設置した。      

今後は、東京都の特別支援教室構想を踏まえ、特別支援教室モデル事業を進めながら、

取組の方向：（４） 個に応じた教育を推進する 
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教員が動くスタイルの指導体制のあり方を検討していく。 
  ④ これまで、東京都立特別支援学校に入学した区内在住の児童・生徒については、居住

する地域の小・中学校に副次的な籍をもち、地域や小・中学校との交流を通じて地域と

のつながりの維持・継続を図る「副籍制度」を推進してきた。東京都は、この制度をよ

り強固なものとするため、「共生地域」を新たな理念とし、この制度を充実させ、入学前

の段階から副籍を置く地域指定校を調整・決定することとし、平成２６年度から全都で

実施する予定である。 
    北区では、東京都の要請により、モデル地域として他区市に先駆けて平成２５年度よ

りこの制度を試験的に導入している。 
 
 

《課題と今後の対応・方向》 

 ７．特別支援教育の推進 

東京都は、「東京都特別支援教育推進計画」の「第三次実施計画」を平成２２年１１月に

策定した。発達障害を含む障害のある幼児・児童・生徒の乳幼児期から学校卒業後までを

見通した多様な教育を展開することなどを基本理念としている。 

また、「障害者基本法の一部を改正する法律」が平成２３年８月に公布・施行された。同

法第１６条では、年齢、能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう配

慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならな

いこととされた。 

北区では、引き続き特別支援教育のさらなる推進を図るために「第二次北区特別支援教

育推進計画」に基づき、具体的な事業を展開していく。ＬＤ（学習障害）の児童・生徒の

なかには、読み書きを苦手とする場合があり、教材の工夫などによる個別の支援が必要で

ある。そのため、平成２５年度から２年間にわたり、ＬＤ（学習障害）児への指導の充実

のため、研究校と指導法開発校を設定し、研究開発を進めている。 
また、これからの特別支援教育の基本的な考え方については、障害の有無にかかわらず

すべての児童・生徒にも拡充し、一人ひとりの個別の教育的ニーズに対応した指導、支援

のあり方として発展させていく必要があり、「共生地域」の理念に基づき、地域と学校、保

護者が一体となって広く事業を展開していく。 
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《取組の方向（４）を推進するための主な指標》 

１．平成２５年度の特別支援学級の設置学校数等の状況、特別支援学級の児童・生徒数につい

ては、【表１】のとおり。 

【表１】特別支援学級の設置学校数等              平成２５年５月１日現在 

学級種別 障害種別 学校種別 学校数 児童・生徒数 

固定学級 知的障害 
小学校 ９校 １３８人

中学校 ５校 ６８人

通級指導学級 

難聴 
小学校 

２校 ９人

言語障害 ３校 ２２３人

情緒障害等 
小学校 ３校 １２１人

中学校 ２校 ４９人

   

２．年度別推移【表２】の特徴としては、平成１６年度と比較すると、小学校の知的障害：１．

７倍、中学校の知的障害：１．3 倍、言語障害：１．７倍、小学校の情緒障害：５．５倍、

中学校の情緒障害：２．７倍と増加の傾向にある。小学校の合計の推移をみても２３７名か

ら４９１名と２．１倍に、中学校の合計の推移をみても６９名から１１７名と１．７倍に増

加している。 

【表２】特別支援学級の児童・生徒数の年度別推移 

 

 

３．通常の学級に在籍する発達障害（ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等）の児童・生徒に対し

て、適切な指導及び必要な支援を行っている。専門委員会が巡回指導を必要と判断した平成

２４年度の児童・生徒数は、北区の児童・生徒数の０．４７％にあたる。 

【表３】平成２０年度以降に専門委員会が巡回指導を必要と判断した児童・生徒数 

年  度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

人  数 ６５件 ６６件 ７４件 ６６件 ７５件 
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《取組の方向（４）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

就学相談体制の充実 21,348
発達障害を含む障害のある児童・生徒の適
切な就学を推進するための就学相談を行
う。 

特別支援教育体制の充実 

131,397

平成 19 年 3 月に策定した「北区特別支援
教育推進計画」を見直し、平成 24年度「第
二次北区特別支援教育推進計画」を策定し
た。 
平成 25 年度から同計画に基づき、特別支
援教育を推進している。 

知的障害のない肢体不自由児(認定就学
者)の児童・生徒に介助員の配置を行うと
ともに、通常の学級に在籍する発達障害の
ある児童・生徒への巡回指導講師派遣及び
教材教具の支援など、すべての小・中学校
における特別支援教育の推進を図る。 
あわせて、学校体制への支援、教職員及び
巡回指導講師等非常勤職員への研修を実
施し、スキルアップを図る。 

保育園、幼稚園、療育機関等との
連携による就学児支援 

小学校等への就学にあたり、希望する保護
者が子どもの成長・発達のうえで気がかり
なこと及び幼稚園・保育園等で進めてきた
指導・支援の内容を「就学支援シート」に
よって就学先に引き継ぎ、就学後の学校生
活をより適切にするために作成する。特に
発達障害の早期発見早期支援を目的とし、
幼稚園・保育園等と連携を図る。 

通級指導学級の通・退級基準を明
確にした通級支援委員会の実施 

通級児童が増加する中、有効な通級指導を
行うため、明確な通・退級基準に基づき、
学識経験者、医師、臨床心理士等専門家を
加えた通級支援委員会での審議・判定を実
施する。 

【総合評価】 

 ７．特別支援教育の推進 

平成１９年３月に策定した「北区特別支援教育推進計画」に基づき、５年にわたって北

区の特別支援教育の推進を図ってきた。 

これまでの推進計画の理念を継承しつつ、北区の特別支援教育の一層の充実を図るため、

「第二次北区特別支援教育推進計画」を平成２４年度に策定した。 

平成２５年度以降は同計画に基づき、北区の特別支援教育の一層の質的な充実を図って

いく。 

また、通級指導学級に通級する児童の増加に対応するため、平成２２年度に通級指導学

級設置検討委員会を設けて通級指導学級の適切な設置に向けた検討を重ね、平成２４年度

に八幡小学校に通級指導学級を開級したところである。今後も引き続き、特別支援学級教

員の専門性、資質の向上を図るとともに、新たな形である教員が動く指導体制のあり方を

検討していくこととする。 
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視点：１ 「教育先進都市・北区」にふさわしい学校教育を展開する 

 

 

主管課：教育指導課  関係課：教育政策課、学校支援課 

 

《取組の方向（５）を推進するための重点施策》 

 ８．教員研修の充実と研究活動支援 

教員研修を充実させるとともに研究活動を支援することで、教員の専門性や指導力の一

層の向上を図っていく。 

 

 ９．教師力向上応援プロジェクト 

校務の情報化、先生サポートほっとラインによって教員負担を軽減するとともに、ＩＣ

Ｔ活用力を向上させる研修などにより、教員が子どもと向き合うための時間を増やしてい

く。 

 

《重点施策の取組状況》 

 ８．教員研修の充実と研究活動支援 

多様化・複雑化する教育課題に対応するため、平成２５年度には「道徳教育推進教師研

修」や「キャリア教育推進研修」を含め３５種類の教員研修を実施したほか、新たな教育

課題への対応を図るために「Ｑ-Ｕ活用研修」「防災教育研修会」を実施し、教員の情報共

有や研究協議を行った。 

研究指定校等については平成２５年度新たに、研究指定校として王子第一小学校を指定

し、研究協力校として豊川小学校、清水小学校、八幡小学校、滝野川第二小学校を委嘱し

た。そして、赤羽台西小学校、赤羽小学校、岩淵小学校、滝野川第七小学校、稲付中学校、

桐ケ丘中学校が研究発表を行った。 

研究指定校・研究協力校以外のすべての幼稚園・小・中学校においても、各教科・領域

等及び多様な教育課題に関する研究主題を設定し、校（園）内研修に取り組んでいる。 

平成２２年度から北区教育委員会の内部機関として位置付けた教職員悉皆の「北区教育

研究会」は、平成２３年度に、幼小中の一貫性・連携の研究部会に組織を再編した。合同

の研究授業の実施や教員の交流をさらに活発にし、研究活動の充実を図っている。 
教職経験の浅いいわゆる「若手教員」を育成するための研修については、通所研修、校

内研修に加え、初任者から三年次の教員一人ひとりに担当の教育指導員（退職校長）を決

め、年間２回以上の直接指導を受けるようにしている。 

各段階の研修の主なねらいは、初任者が「基本的な指導スキルの習得」、二年次が「実践

的な指導力の育成」、三年次が「危機的状況を含めた対応力等の拡充」である。 

また、数学専任の教育アドバイザーが全区立中学校を巡回し、数学専科の教員へ指導・

取組の方向：（５） 教員の資質・能力の向上を図る 
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助言を行っているほか、理科教育アドバイザーが全区立小・中学校を巡回し、理科を指導

する教員へ指導・助言を行い、外国語教育アドバイザーが全区立小・中学校を巡回し、外

国語活動を指導する教員と外国語（英語）専科の教員へ指導・助言を行っている。それぞ

れ、指導案の検討、授業観察に基づく具体的なアドバイスや研修等を行い、教員の授業力

向上を目指している。加えて、情報教育アドバイザーを各校に派遣し、教員がＩＣＴを活

用した授業を行うための操作技能の研修や校務の情報化に関わる技術的な支援や研修を行

っている。 

更に、東洋大学の学生を小学校６校に往還型教育実習生として、帝京大学から養護教諭

養成の一環として年間３２校６６名を学校保健実習生として受け入れている。また、東京

家政大学の教職課程の実践講座に指導主事を派遣し、講義を行うなど教員養成の段階から

近隣の大学と提携した研修も行っている。 

加えて、平成２４年度からは、いじめ防止とともに体罰禁止を掲げ、すべての学校から

暴力や暴言など、児童・生徒の人権を軽視した行為を根絶するための教員への指導や研修

の強化を図っている。 

 

 ９．教師力向上応援プロジェクト 

教職員の校務負担軽減を図り、教職員の授業準備の時間や児童・生徒と向き合う時間を

増やして教育の質の向上を目指すため、平成２４年度から区立学校において「校務支援シ

ステム」を導入した。同システムの構築にあたっては学校現場の教職員の参画も得たとこ

ろであるが、システム導入一年目であることから教職員向け操作研修会を実施したほか、

コールセンターや教育委員会事務局に寄せられる質問等に丁寧に対応するなど、運用面で

のサポートに万全を期した。 

ＩＣＴ機器の整備に関しては平成２５年度から３カ年で中学校全教室に電子黒板の整備

を計画しており、平成２５年度は主に中学校１年の教室に導入した。また、小学校１５校

でパソコン教室用の機器更新を行った。 

また、授業におけるＩＣＴの利活用を積極的に進めるため、夏季休業期間中には教員を

対象としたＩＣＴ活用研修を１５回実施したほか、小中学校全校でのＩＣＴ研修を支援す

るため、情報教育アドバイザーを各校へ年１回派遣し、授業でのＩＣＴ活用を促進した。 

さらに、赤羽台西小学校及び桐ケ丘中学校を研究指定校（協力校）に指定し、ＩＣＴ機

器の活用事例や授業の改善事例等実践研究を行いその成果を平成２５年度に発表していく。 

「先生サポートほっとライン」事業については、平成２５年度、スクールソーシャルワ

ーカーを１名増員し、家庭問題に係わる学校からの相談に速やかに対応できるよう充実を

図った。また、学校と保護者間に係わる相談に関して、学校の必要に応じて教育委員会事

務局が行政書士及び弁護士へ取り継ぐ体制を整えた。 

また、区立小学校・中学校における児童・生徒のいじめや虐待、経済状況に起因する貧

困等の生活指導上の問題などで、複数の関係機関が連携して支援する必要があると判断さ

れるケースについて、学校、警察署、北児童相談所、子ども家庭支援センター（育ち愛ほ

っと館）、北区保護司会、北区民生委員児童委員協議会（主任児童委員）等が、相互に連携

して対応するための「北区サポートチーム」を発足させた。 
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《課題と今後の対応・方向》 

 ８．教員研修の充実と研究活動支援 

多様化・複雑化する教育課題に対応するため、引き続き教員研修や連絡会の充実を図っ

ていく。 

また、新たに研究指定校・研究協力校を指定してその研究成果を発表し、学校での問題

解決に役立て、学校教育の充実を図っていく。そのための研究活動に対する人材・物的な

支援を積極的に行っていく。 

幼稚園・小学校・中学校の一貫教育の推進を図るためには、それぞれの教員同士の交流

が積極的に行われることが重要である。そのために北区教育研究会の運営方法や研究活動

の情報共有の仕組みについて検討し、必要な改善を図っていく。 
また、近隣の大学等との提携による研修の充実、実践的な危機管理能力や突発的な事故

や災害への対応力を育成する研修の充実を図っていく。 
また、体罰の根絶については、引き続き、教職員のみならず保護者の意識改革にも取り

組んでいく。 
 

 ９．教師力向上応援プロジェクト 

学校のＩＣＴ機器の整備状況では、校内ＬＡＮを敷設した時期から１０年超となり、ネ

ットワークに関わる故障が増加してきている。また、当初導入した無線ＬＡＮの規格も通

信速度が遅く、ＩＣＴ教育の推進に支障をきたす恐れがあることから、機器更新を検討す

る必要がある。 

平成２４年度から校務支援システムが全区立小中学校で導入されたことで、校務の情報

化や校務負担の軽減が期待される。その一方で、ＩＣＴ機器の普及により、パソコン教室

でのＩＣＴ活用教育だけでなく、普通教室等での電子黒板などＩＣＴ機器を授業に活用す

ることを検討していくことが大きな課題となっている。これらＩＣＴ環境の整備には多額

の予算が必要となるため、導入効果を充分見極めながら計画的に推進を図っていく。 

「先生サポートほっとライン」事業は、導入当初は学校の相談内容ごとに行政書士、弁

護士またはスクールソーシャルワーカーがそれぞれの専門性を生かした対応をしてきたが、

係争防止のための学校問題解決を目指していた行政書士の関わり方が難しく、相談件数が

伸び悩んでいる。また、スクールソーシャルワーカーは学校訪問を継続してきた結果、相

談件数が増加しており、今後、人員体制などについて検討していく必要がある。実態に即

したきめ細かな対応を目指し、必要な体制を引き続き整備していく。 

平成２４年度に発足した「北区サポートチーム」については、関係機関相互の連携を密

にして支援体制を強化していくこととする。 
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《取組の方向（５）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度
予算（千円）

事業の概要 

教員研修の充実 8,382

国や都の指定研修等のほか、区独自にも多様
な研修を実施する。特に、新たな教育課題に
対応するための研修を順次組み入れるなど、
教員の資質・能力の向上を図る。 

研究活動支援 9,529

研究指定校及び研究協力校が区内共通の課題
を研究し、解明に努め、その成果を発表する
ことで北区全体の学校教育の向上を図る。 
その他の学校においても、自校の教育指導上
の諸課題を基に研究主題を設定して、自主的
に研究し解明に努める。 
また、北区教育研究会を設置し、会員相互の
資質向上を図るための各研究部会、講演会、
研究発表会を実施する。 

ＩＣＴ機器の整備（校務支援
システムの導入を含む） 

322,842
うち PC・電子
黒板経費 

243,050

全ての教職員に対して一人１台整備されてい
る校務用パソコンに、校務支援システムを導
入して校務文書や教材の共有化を図るととも
に、校務負担の軽減を進める。 
また、電子黒板、実物投影機等のＩＣＴ機器
を整備し、魅力ある授業づくりを推進してい
く。 

情報教育アドバイザーの派遣
（上記「教員研

修の充実」経費

に含まれる）

情報教育アドバイザーを各学校へ派遣し、Ｉ
ＣＴ機器の授業での効果的な活用を支援する
など、教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図る。

先生サポートほっとライン 11,836

学校だけでは解決困難な児童・生徒の家庭環
境問題や保護者からの要望・要求等に対応す
るため、スクールソーシャルワーカーの配置
や、弁護士等専門機関との相談体制を確立す
る。 

 

 

【総合評価】 

 ８．教員研修の充実と研究活動支援 

一人ひとりの教員の専門性や指導力の向上は、学校教育の充実・向上に必要不可欠であ

る。今後も教員研修の充実と研究活動の支援を重視していくこととする。 

北区教育会から北区教育研究会へ移行して４ヵ年経過したが、この間、教員同士が幼稚

園・小学校・中学校のカリキュラムのつながりを意識して授業研究が行われるようになっ

てきた。引き続き、教育研究会の円滑な運営に向けて支援を行っていくこととする。 

体罰根絶については、未だに児童・生徒への暴力的行為や暴言などがゼロにはなってい

ない。今後とも引き続き取組を進めていくこととする。 

 

 ９．教師力向上応援プロジェクト 

ＩＣＴ機器の整備については、電子黒板を平成２５年度から３年計画で中学校全教室へ

の導入を開始し、平成２５年度は主に中学校１年の教室に整備した。また、学校と密に連
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絡を取りながら平成２５年度予定分のパソコン教室用パソコン更新作業を計画どおりに完

了した。今後は、校内のネットワーク設備の更新を検討していくとともに、パソコン教室

でのＩＣＴ活用教育だけでなく、普通教室等での電子黒板などＩＣＴ機器を授業に有効に

活用することについて検討していく必要がある。 

  校務支援システムについては、校務負担軽減を目的に導入したものであり、運用が定着

するまでの間は教職員に対するサポートに万全を期し、学校現場に混乱をきたすことがな

いよう配慮していく必要がある。 

先生サポートほっとライン事業に関しては、平成２５年度に１名増員したが、スクール

ソーシャルワーカーの相談件数が年々増加傾向であり、更なる体制の強化も検討していく

必要がある。行政書士・弁護士の相談については、引き続き、学校へ周知していくことと

する。 
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視点：１ 「教育先進都市・北区」にふさわしい学校教育を展開する 

 

 

主管課：教育指導課  関係課：学校支援課 

 

《取組の方向（６）を推進するための重点施策》 

 １０．英語が使える北区人の育成 

小・中学生の英語に触れる機会を積極的に増やして、児童・生徒のコミュニケーション

能力を高め、英語による交流ができる子どもを育成する。 

 

 １１．社会の変化に主体的に対応できる力の育成 

学校の教育活動全体を通じて、社会の情報化や環境問題、産業・経済の構造的な変化や

雇用の多様化・流動化など、現代を取り巻く社会問題に主体的に対応できる力の育成を図

る。  

 

 

《重点施策の取組状況》 

 １０．英語が使える北区人の育成 

小・中学校へ外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、児童・生徒の英語に触れる機会を積

極的に増やすとともに児童・生徒のコミュニケーション能力を高める授業を実施している。 

小学校では１～４年生が年間２０時間、５・６年生が年間３５時間、中学校では新学習

指導要領の全面実施に伴い、１・２年生に年間３５時間、３年生に年間２５時間、ＡＬＴ

を配置している。 

更に、小学校から中学校への外国語教育の円滑な接続と外国語教育の質の向上を図るた

め、北区独自の外国語活動のカリキュラムを実施している。また、外国語教育アドバイザ

ーを全小中学校に派遣して巡回指導（小学校年２回、中学校年３回）を実施し、その状況

を踏まえ、外国語活動カリキュラムの修正・改善を行った。 

また、アメリカの学校との交流や家庭でのホームスティを通してアメリカの学校や一般

家庭の生活、自然や文化、風俗や習慣に触れるとともに、その成果を北区の国際理解教育

に役立てるため、米国カリフォルニア州ウォルナットクリーク市セブンヒルズスクールと

平成１１年度から海外交流事業を実施している（事業開始は昭和６３年度から）。平成２５

年度は、受入事業では１８名のセブンヒルズスクールの生徒を受け入れ、派遣事業では区

立中学校２５名が派遣生として現地の人々との交流を通して友好を深めた。 

イングリッシュ・サマーキャンプについては、平成２５年度から英語の習熟度を考慮の

上、対象を中学２年生とし、プログラム内容と教育課程の整合性を図ることで生徒の興味

や関心を更に高め、一層効果的な活動となるよう実施した。 

取組の方向：（６） 社会で活躍する子どもを育てる 
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 １１．社会の変化に主体的に対応できる力の育成 

情報教育については、授業におけるＩＣＴ機器の利活用を積極的に進めるために、夏季

休業期間中に教員を対象としたＩＣＴ機器活用研修を１５回実施したほか、全小・中学校

でのＩＣＴ機器の実践を支援するため、情報教育アドバイザーを各校へ年１回派遣し、授

業でのＩＣＴ機器の活用を推進した。また、全小・中学校の情報教育担当者を対象とした

「情報教育担当者連絡会」を年２回実施し、各中学校における情報教育の実態・課題を把

握し、必要な支援等について検討した。 

更に、研究指定校の赤羽台西小学校及び研究協力校の桐ケ丘中学校、豊川小学校の実践

研究や教育研究会ＩＣＴ教育研究部の研究授業の研究支援を行った。 

また、区立小学校５年生が家庭における環境に配慮した行動「夏休み小学生の環境活動

自己診断（環境課）」を夏季休業期間に実践している。 

キャリア教育に関しては、北区小中一貫教育方針を踏まえ、社会的・職業的自立に必要

な能力を育成するために小学校段階からのキャリア教育のあり方と推進について、教員を

対象とした進路指導主任研修会（中学校・年４回）及びキャリア教育研修会（小学校・年

２回）を実施した。 

また、中学２年生を対象に５日間の職場体験活動を実施している。この職場体験活動を

継続的・発展的に推進していくために「職場体験中央推進委員会」を開催し、学校・事業

所・地域関係諸機関と連携を図っている。 

 

 

《課題と今後の対応・方向》 

 １０．英語が使える北区人の育成 

今後も小学校のＡＬＴの配置を継続し、小学校の外国語活動の成果を検証しながら、外

国語活動のカリキュラムの修正を図っていく。また、中学校における新学習指導要領の全

面実施を踏まえて変更したＡＬＴの配置時間等についても検証していく必要がある。 

引き続き、外国語教育アドバイザーによる授業観察、指導・助言を継続し、教員の授業

力の向上を図るとともに、小中一貫教育カリキュラムの評価を行い、更なる改善を図って

いく。 

イングリッシュ・サマーキャンプについては、遠隔地で行う事業であることから、引き

続き事前の現地確認や周到な準備を行うとともに、保護者に対して安全面に関する正確な

情報提供を行うなど、学校と教育委員会が連携を緊密にとり、安全管理についてきめ細か

く対応していく。また、英語の習熟度を考慮の上、対象を中学２年生とした。引き続き、

生徒の興味や関心を更に高めるようプログラム内容を見直すなど、一層効果的な活動に改

善していく。 

何をもって「英語が使える北区人」とするか、現時点での評価指標としては、北区基礎・

基本の定着度調査結果のみである。今後、評価指標についても明確化する必要がある。 

また、米国セブンヒルズスクールとの海外交流事業が１０年以上たったことから、プロ

グラムの評価を行い、その充実を図る必要がある。 
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 １１．社会の変化に主体的に対応できる力の育成 

授業におけるＩＣＴ活用を促進するため、各小・中学校への情報教育アドバイザーの派

遣を継続する必要がある。しかし、全校への情報教育アドバイザーの派遣回数を増加する

ことが困難であるため、研究指定校や研究協力校をモデル校として積極的な支援を行い、

ＩＣＴ活用事例等実践・検証した結果を全小・中学校で共有し、授業改善に効果なＩＣＴ

活用を拡大していく。あわせて、教員がＩＣＴ機器をいつでも必要な時に活用できる環境

を整えていくこととする。 

地球環境問題が深刻化していることを踏まえ、家庭や地域社会と連携し、学校全体で子

どもの発達の段階に応じた地球環境や地域環境、リサイクル等の環境学習を引き続き実践

していく。 

今後も教員を対象とした「キャリア教育推進研修」の充実を図るとともに、中学生の職

場体験活動を充実させるため、学校、事業所、地域関係機関との一層の連携を図り、受け

入れ可能な事業所を開拓していく。 

 

 

《取組の方向（６）を推進するための主な指標》 

◇外国語指導助手配置実績   
 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
配置時間数（小）  2,629 日間  2,559 日間 2,652 日間 2,657 日間 
配置時間数（中）  3,049 時間  3,411 時間 3,672 時間 4,364 時間 
 

◇イングリッシュ・サマーキャンプ 

 平成２２年度 

参加率 86.6％ 継続交流実施校数１校 

平成２３年度 

  交流プログラム：実施校数 ８校 

 平成２４年度 

参加率 82.7％ 継続交流実施校数４校 

平成２５年度 

 参加率 80.1％ 継続交流実施校数５校 

平成２６年度（目標） 

 参加率 90.0％ 継続交流実施校数９校 

 

 

 

 

 

※平成２３年度は、東日本大震災の影響によりサ

マーキャンプは中止し、代替として交流プログ

ラムを実施した。 
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◇外国語教育アドバイザーによる授業観察、指導・助言 

  北区基礎・基本の定着度調査結果 英語科 中学校第２・３学年 

－達成率（区全体の正答率／目標値 ％）の比較－ 

 第２学年 第３学年 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

聞くこと １０６．７ １０８．３ １０３．５ １１０．６ １０８．９ １１１．５

読むこと ９８．６ １００．６ １１５．９ ９７．３ １００．６ １０４．８

書くこと ９９．５ １０５．５ １０４．８ ９４．５ １００．７ １０４．３

 

 

《取組の方向（６）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

英語が使える北区人事業 109,050

小・中学校へ外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置
し、児童・生徒の英語に触れる機会を積極的に
増やす。 
また、外国語教育アドバイザーが全小・中学校
を巡回して指導、助言、研修等を行い、外国語
教育の質の向上を目指す。 

イングリッシュ・サマーキ
ャンプ 

40,237

中学２年生を対象に、那須の豊かな自然の中で
外国人留学生と３日間をともにし、ふれあい、
さまざまな体験活動を通して、楽しみながらコ
ミュニケーション能力や異文化を理解し尊重す
る態度等を育む。 

中学生海外交流 16,761

米国カリフォルニア州ウォルナットクリーク市
セブンヒルズスクールと相互交流し、互いの国
の生活、自然や文化、風俗や習慣等に触れるこ
とで国際理解に役立てる。（平成２３年度は東日
本大震災の影響により、受入事業は中止） 

情報教育 2,700

授業におけるＩＣＴの利活用を積極的に推進す
るため教員向けの研修を行うほか、情報教育ア
ドバイザーを継続的に派遣し、情報機器の授業
への利活用を支援する。 

環境教育 － 

環境活動自己診断等を実施するとともに、家庭
や地域社会との連携の下、学校全体で子どもの
発達段階に応じた地球環境や地域環境、リサイ
クル等の環境学習に取り組む。 

キャリア教育 － 

小・中学校９年間を見通した組織的、系統的な
キャリア教育を推進するとともに、中学２年生
を対象とした職場体験学習の充実を図り、一人
ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基
盤となる能力や態度を育成する。 
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【総合評価】 

 １０．英語が使える北区人の育成 

英語が使える北区人事業は、児童・生徒が英語に親しみ、外国の生活や文化等に興味や

関心をもち、また、「聞く・話す」実践的なコミュニケーション能力を向上させるために有

効な事業であるため、引き続き推進していく。海外交流事業については、米国セブンヒル

ズスクールとの交流が１０年以上を経過したことから、プログラムの改善を図り、相互交

流を一層充実させていくこととする。 

また、北区基礎基本調査の結果から見ると、中学校外国語（英語）の力は向上している

と言えるが、それ以外の評価指標についても検討していくこととする。 

 

 １１．社会の変化に主体的に対応できる力の育成 

社会の変化に主体的に対応できる力の育成するため、児童・生徒の発達の段階に合わせ

て社会の情報化や環境問題、産業・経済の構造的な変化に対する理解、子どもたちの勤労

観や職業観の育成等に引き続き取り組んでいくこととする。 



- 45 - 
 

視点：１ 「教育先進都市・北区」にふさわしい学校教育を展開する 

 

 

主管課：教育指導課 

 

《取組の方向（７）を推進するための重点施策》 

 １２．開かれた学校運営による学校の経営力の強化 

学校評議員等による学校評価を学校運営に生かす等、地域と一体となって開かれた学校

づくりを推進し、学校の経営力の強化を図る。 

また、コミュニティ・スクールとして西ケ原小学校を指定し、学校運営協議会を中心と

した学校運営を軸に、学校・保護者・地域住民との共生・共有・協働の精神による特色あ

る学校づくりを推進する。 

 

 

《重点施策の取組状況》 

 １２．開かれた学校運営による学校の経営力の強化 

各小・中学校において児童・生徒や保護者・地域住民等による学校評議員会を年３回以

上開催し、学校運営の改善への協力を図るとともに、学校と保護者と地域との連携を強化

している。 
なかでも、平成１９年度にコミュニティ・スクールに指定した西ケ原小学校（平成２３

年度に再指定）では、地域人材の優れた技を直接学ぶ「技科活動」を継続するとともに、

「学校図書館ボランティア」を創設し、子どもたちの読書活動の充実に向けた環境整備を

行っている。 
また、西ケ原小学校のコミュニティ・スクール再指定に際し、小中一貫教育を推進する

ため、同校の学校運営協議会にはサブファミリーの飛鳥中学校長と滝野川小学校長が委員

として就任した。更に、学校運営協議会に保護者が参加できる拡大会議を年２回設け、保

護者との連携を強化した。このことに伴い、東京都北区学校運営協議会規則の一部を改正

し、協議会の委員の数を従前の「２０名以内」から「２５名以内」に改めた。 
さらに、今年度は、赤羽台西小学校を新たなコミュニティ・スクールとして指定するた

めの準備を進めた。 

 

 

 

 

 

取組の方向：（７） 特色ある学校づくりを推進する 
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《課題と今後の対応・方向》 

 １２．開かれた学校運営による学校の経営力の強化 

今後も、学校の自己評価や学校評議員等による評価を活かして学校運営の改善を促進し、

学校の経営力の強化を図っていく。 

北区の学校適正配置計画を踏まえ、サブファミリー内における地域との連携・共生・共

有を図りながら、地域の特色を活かした新たなコミュニティ・スクールの指定拡充を推進

してきた。これにより、平成２６年度からの新たなコミュニティ・スクールとして赤羽台

西小学校を指定するに至った。平成２６年度は、赤羽台西小学校の運営が円滑に進むよう

支援を進めていく必要がある。 

また、西ケ原小学校においては、既存の活動の充実を図りつつも、学校運営協議会の委

員やボランティアの後継者を育成していくことが課題となっており、教育委員会としても

支援していく必要がある。 

 

 

《取組の方向（７）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

学校評議員等による学校評価を
活かした学校の経営力の強化 

－ 

学校評議員や保護者、地域住民等の学校関
係者が、学校の行う自己評価の結果を評価
することにより、自己評価の客観性・透明
性を高める。あわせて、学校・家庭・地域
が学校の現状と課題について共通理解を
深めて相互の連携を促し、学校運営の改善
への協力を促進することで、学校の経営力
を強化する。 

コミュニティ・スクールの指定に
よる特色ある学校づくりの推進 

1,378

平成１９年４月に西ケ原小学校を地域が
学校運営に参画するコミュニティ・スクー
ルに指定した。以来、地域の著名人から直
接学ぶ授業や、学校・保護者・地域住民が
協働して特色ある取り組みを行うなど、特
色ある学校づくりを推進している。 

 

 

【総合評価】 

 １２．開かれた学校運営による学校の経営力の強化 

各学校における自己評価や学校関係者評価を次年度の教育課程の編成に有効に生かすこ

とで、学校の経営力の一層の強化を図っていく必要がある。 

引き続き、西ケ原小学校の運営を支援するともに、指定初年度となる赤羽台西小学校の

運営について積極的に支援していくことにより、地域の教育力を積極的に取り入れた学校

運営を進めやすくしていくこととする。今後も国の動向等を注視しながら、引き続きコミ

ュニティ・スクールの指定を推進していくこととする。 
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視点：２ 家庭・地域の教育力向上を支援する 

 

 

主管課：生涯学習・スポーツ振興課          

関係課：教育政策課、学校地域連携担当課、中央図書館 

 

《取組の方向（８）を推進するための重点施策》 

 １３．ブックスタート事業の充実 ほか 

第二期北区子ども読書活動推進計画に基づき、ブックスタートをはじめ、子どもと本を

結びつける事業の充実を図る。 

 

 １４．教育広報紙「くおん」の発行 

学校・家庭・地域が教育情報を共有し相互理解を深めるため、学校教育・生涯学習分野

を広く取り上げた教育広報紙「くおん」を発行する。 

  

 １５．家庭教育に関する講座等学習機会の充実 

子育てに対する不安や迷いを受け止め、子育てや親としてのあり方を考える機会を提供

することにより、家庭の教育力向上を図っていく。 

また、文化センター事業等と連携し、家庭教育に関する講座を開設するとともに、修了

後の地域における子育てサークル等の形成を促すなど、家庭教育に関する学習機会の充実

を図っていく。 

 

《重点施策の取組状況》 

 １３．ブックスタート事業の充実 ほか 

乳幼児健診時に絵本を手渡すブックスタートは、赤ちゃんとの心ふれあうひとときを持

つきっかけとして、対象者のほぼ全員に届けることができている。 

フォローアップとして、０～１歳児向けの「赤ちゃん絵本サロン」（王子・赤羽・滝野川

の３地区で４月を除く毎月１回）、０歳児対象の「わらべうたサロン」（４月を除く毎月１

回）、「赤ちゃん絵本サロン」がより身近な場所で参加できる「出前絵本サロン」（要望する

児童館が増加し、年間で２２回）を実施している。プチコンサートなどを取り入れた催し

「子育てガーデン」も年４回開催する。さらに図書館で実施する「おはなし会」などを、

乳児、幼児、小学生等の年齢に合わせて開催している。 

「おはなし会」などにかかわるボランティアの裾野を広げるための初心者向け研修、経

験者のステップアップのための研修を計画的に実施している。 

「３歳児絵本プレゼント」では、保護者と子どもと図書館と本との結びつきを強める機

会が行き渡るように、よりわかりやすい案内を作るなど配付率の向上に努めている。 

取組の方向：（８） 家庭教育を支援する 
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 １４．教育広報紙「くおん」の発行 

教育広報紙「くおん」を年４回（１、４、７、１０月）発行し、保育園、幼稚園、小・

中学校を通じて子どもが通う各家庭に配付しているほか、町会自治会による回覧、図書館

等の公共施設での窓口配布、北区ホームページ掲載等の方法で情報を発信している。 

編集にあたっては、行事開催のお知らせのように一方的に発する性質の情報提供に関し

ては区が発行する広報紙「北区ニュース」やホームページを活用することとし、「くおん」

では読者が主体となって「学び」に取り組む契機となるような情報に特化するよう心掛け、

区民から親しまれ、より多くの人に読んでいただける広報紙づくりに努めている。また、

記事には写真を多用するなど、視覚に訴えるような読みやすい記事構成に努めるなど、紙

面づくりに工夫を重ねている。 

 

 １５．家庭教育に関する講座等学習機会の充実 

子どもの基本的生活習慣の乱れが学習意欲や体力、気力の低下の要因の一つであると指

摘されていることを受け、早寝・早起き・朝ごはんプロジェクト事業として子どもたちの

生活習慣を改善させるための普及啓発活動を実施した。平成２５年度には、子どもの生活

リズムの向上に対する理解の促進を図るため、講演会や望ましい食習慣の確立を目的に親

子朝ごはん作り教室やレシピコンテストなどを開催した。 
また、子育て世代の悩みや不安を解消することを目的に家庭教育学級を開催している。

子どもの年齢や時代の変化に応じたテーマ設定や働いている保護者も参加しやすい時間設

定も考慮し、平成２５年度も乳児コース、幼児コース、小学生コース、中学生コース、父

親コース、土曜コース等の７コースを設け、乳幼児の保護者を対象とする講座には一時保

育も実施した。 
ＰＴＡ研修会では、小･中学校ＰＴＡの会長･副会長を対象に役員研修会や副会長研修会、

地区別研修会を実施し、幼稚園ＰＴＡ向けには会長を対象に会長研修会、役員を対象に教

育懇談会、一般会員を対象に会員研修会を実施している。研修テーマについては、いじめ

問題や幼児教育など、時宜にかなった設定を心がけている。 
 

《課題と今後の対応・方向》 

 １３．ブックスタート事業の充実 ほか 

保護者と子どもがともに読書の楽しさを分かち合い、本に親しむため、ブックスタート

に始まり、「赤ちゃん絵本サロン」「わらべうたサロン」「子育てガーデン」と事業を展開し、

好評を得ている。より身近な場所でより多くの方の参加が可能となるよう、「出前絵本サロ

ン」を、開催児童館の数・開催回数ともに大幅増とした。今後も家庭教育への支援を進め

ていく。さらに、協働して事業を実施するボランティアのスキルアップ、事業についての

情報発信を強化していく。 

また、平成２６年度に策定を予定している第三期北区子ども読書活動推進計画の中で、

家庭教育の支援についても取り組みを検討していく。 
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 １４．教育広報紙「くおん」の発行 

「くおん」は、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方々に読まれるような方法で配布

していることから、記事の内容も多岐に渡らなくてはならない。現在も記事づくりに工夫

が施されているが、幼児教育から学校教育、家庭教育、生涯学習等をバランスよく、多く

の年齢層の方々にとって読みやすい広報紙となるよう引き続き配慮していく。 

 

 １５．家庭教育に関する講座等学習機会の充実 

家庭教育への関心が高まり、講座の応募者数は定員を超えることが多い。特に乳幼児期

の子どもの保護者に学びの場を求める傾向がより強く、効果的で参加しやすい事業のあり

方を検討していく。 

 

 

《取組の方向（８）を推進するための主な指標》 

  １．ブックスタート事業における絵本（ブックスタートパック）の配付状況 

 

   

２．赤ちゃんのためのおはなし会開催状況 

 
 

指標の考え方 
３～４か月健診の会場で絵

本を配付するブックスタート

事業が子どもと本を結びつけ

るとともに、家庭教育の基盤

づくりの一角を担うことか

ら、全対象児に対する本の配

付率を指標とした。何らかの

理由で健診会場に来られない

親子もいるが、可能な限り１

００％に近い配付率を目指

す。 
あわせて、各図書館で定期

開催している「赤ちゃんのた

めのおはなし会」の開催回数

も掲載した。実施館を増やす

ことで、親子で参加できる場

づくりを推進する。 
数値については、２４年度

までは実績値、２５年度は実

績見込値、２６年度は目標値

である。 
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３．家庭教育学級の応募状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《取組の方向（８）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

ブックスタート 

7,704

絵本を通した親と子のふれあいづくりを
目的に、３～４か月健診の会場でブックス
タートパックを配付し、乳幼児親子に絵本
の読み聞かせを行う。 

ブックスタートフォローアップ 

ブックスタート後においても、子どもと本
を結びつける読書活動を推進するため、赤
ちゃんのための絵本の紹介や親子で楽し
めるコンサートなどを実施し、親子の交流
の場づくりにつなげる。 

おはなし会等の充実 1,225

ブックスタート後のフォローとして、「赤
ちゃんのためのおはなし会」をボランティ
アと協働して地区図書館ごとに定期的に
実施する。更には幼児、小学生など年齢に
合わせたおはなし会を実施する。 

３歳児絵本プレゼント 2,200
子育て応援団事業の一環として、３歳児健
診時にあわせて「３歳児絵本プレゼント」
を実施する。 

教育広報紙「くおん」の発行 2,317

教育広報紙を年４回定期発行し、さまざま
な場で行われる教育活動の情報や、学校・
家庭・地域が互いに理解を深められるよう
な情報を発信する。 

早寝・早起き・朝ごはんプロジェ
クト 

307

子どもの基本的生活習慣の乱れることが
学習意欲や体力、気力の低下の要因の一つ
であると指摘されていることから、これを
改善させるための普及啓発活動を積極的
に展開していく。 

家庭教育学級 1,171

子ども家庭部等、関係部署と連携を図り、
子育て中の家庭やその準備中の家庭のニ
ーズに沿う講座等を実施し、子育て世代の
悩みや不安を解消していく。 

ＰＴＡ研修会 1,762

区立の幼稚園、小・中学校のＰＴＡ連合会
が主体となって行う研修会等の活動を、そ
の自主性を尊重しながら支援し、ＰＴＡ活
動の一層の活性化を図る。 

指標の考え方 
区が直に実施する家庭教育

支援の指標として、家庭教育学

級の応募状況を設定した。 
中でも乳幼児の親を対象と

した講座の応募が多く、講座の

あり方を検討し、より多くの保

護者が参加できるよう、工夫に

努める。 
数値については、２４年度ま

では実績値、２５年度は実績見

込値、２６年度は目標値であ

る。 

893
980

862
800 820

416 384 364 360 380

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

応募（名）

定員（名）
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【総合評価】 

 １３．ブックスタート事業の充実 ほか 

ブックスタート事業や絵本の読み聞かせ、「おはなし会」等の図書館事業は、家庭教育の

基盤づくりとして大きく寄与するものであり、平成 25年度に国で策定した第三次「子ども

の読書活動の推進に関する基本的な計画」でも子育て支援の一環として促進することが求

められている。事業をより充実させ、多くの家庭に届けるよう、一層の推進が必要である。 

 

 １４．教育広報紙「くおん」の発行 

教育広報紙「くおん」の発行にあたっては、今後も読者が主体となって「学び」に取り

組む契機となる情報を多く盛り込むなど、読む人の興味を引き付ける努力を引き続き行っ

ていくとともに、編集にあたる教育委員会事務局内各課の職員が活発な議論を行い、工夫

を重ねていく必要がある。 

 

 １５．家庭教育に関する講座等学習機会の充実 

家庭教育に関する講座等の企画・運営にあたっては、地域やＰＴＡ、近隣の大学等との

連携を図り、より保護者や地域のニーズを反映させるよう努めているところである。引き

続き、区民との協働の機会を一層充実させ、家庭や地域とさらに連携できるよう努力して

いくこととする。 
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視点：２ 家庭・地域の教育力向上を支援する 

 

 

主管課：教育政策課 

 

《取組の方向（９）を推進するための重点施策》 

 １６．きらきら０年生応援プロジェクト（就学前教育・保育の充実） 

幼児期の教育は義務教育及びその後の教育の基礎を培う重要なものであることを踏まえ、

家庭・地域と連携するとともに、小学校との接続等、学びの連続性を大切にして、幼児一

人ひとりが健全で心豊かに成長するための教育の充実を図る。 

 

 

《重点施策の取組状況》 

 １６．きらきら０年生応援プロジェクト（就学前教育・保育の充実） 

北区の幼児教育施設に通園する５歳児を小学校生活へ円滑に接続するため、幼稚園・保

育園の園児と小学校の児童、教員との交流活動を実施している。また、５歳児担任の教員、

保育士の指導力の充実を図るため、研修会を開催している。 

平成２５年度は、「平成２４年度版保幼小接続期カリキュラム」「北区版保幼小交流プロ

グラム・保幼小接続期カリキュラム」の周知を図るために、５歳児担任研修に加えて４歳

児担任研修を実施する。あわせて、希望園にコーディネーターを派遣し、年間を通じて就

学前教育に関する助言を行っている。 

 

 

《課題と今後の対応・方向》 

 １６．きらきら０年生応援プロジェクト（就学前教育・保育の充実） 

就学前教育保育をより一層充実したものにしていくには、保幼小交流プログラム・保幼

小接続期カリキュラムの活用を促進するとともに、相互の授業参観、保育参観等の交流事

業、研究会への参加を推進していく必要がある。教員・保育士の勤務体制の違いを考慮し

て、互恵性のある交流事業を実施していくため、関係者を集めた連絡会等を開催して情報

共有や相互理解を図り、連携を確かなものにしていく。 

また、コーディネーター等を派遣して交流事業等の調整を行うとともに、保幼小接続期

カリキュラムが各校園で十分活用できるよう、教育委員会としての取り組みを丁寧に説明

していく。あわせて、小学校への円滑な接続に関する保護者対象の「（仮称）北区小学校入

学プレセミナー」を開催し、家庭教育の充実を図る。 

取組の方向：（９） 就学前の教育機能の向上を図る 
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《取組の方向（９）を推進するための主な指標》 

 

 

 

《取組の方向（９）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

きらきら０年生応援プロジェク
ト 

5,053

幼児教育施設に通園する幼児が、小学校生
活に円滑に接続するために、幼稚園・保育
園の園児と小学校の児童、教員との交流活
動の促進や接続期カリキュラムの普及を
行う。 

 

 

 

【総合評価】 

 １６．きらきら０年生応援プロジェクト（就学前教育・保育の充実） 

きらきら０年生応援プロジェクト事業は、区立小学校、幼稚園、保育園、並びに私立幼

稚園、保育園と協働して、保幼小接続期カリキュラムの作成並びに事例研究や交流活動な

ど計画どおり進捗している。引き続き、連携を強化しながら事業を推進していくこととす

る。 

     年度 

事業名 
２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

小学校との交流事業実施 

園数（５歳児） 
６７園 ７０園 推進 推進 推進 

就学前プログラム・カリキ

ュラムの実証研究 
４グループ

実施 

７グループ

実施 

４グループ

実施 
  

カリキュラム普及のための

コーディネーター等の派遣 
  ２園実施 １１園実施 推進 
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視点：２ 家庭・地域の教育力向上を支援する 

 

 

主管課：学校地域連携担当課                       

関係課：教育政策課、学校支援課、生涯学習・スポーツ振興課、スポーツ施策推進担当課、中央図書館 

 

《取組の方向（１０）を推進するための重点施策》 

 １７．学校と地域の連携 

学校と学校支援ボランティアをはじめとする区民が協働して、安全で安心な子どもの居

場所づくりや学校支援活動を進めることにより、地域教育力の向上を図る。 

 

 １８．人材の育成・活用  

地域との連携を図りながら、青少年活動やスポーツ活動のリーダーを育成するとともに、

その力を生かして地域で活躍していけるような取り組みを進めていく。こうした人材が増

えていくことで、地域教育力の向上を推進していく。 

 

 １９．区民との協働による図書館事業の推進 

「北区図書館活動区民の会」と協働して、さまざまな図書館活動を推進するほか、体系

的な講座を組むなどして子どもの読書活動を推進するボランティアの育成を図るとともに、

図書館をボランティアの活動の場として提供していく。  

 

 

《重点施策の取組状況》 

 １７．学校と地域の連携 

（１）学校支援ボランティア活動推進事業 

平成２５年度は、１２サブファミリー４３校（中学校１２校、小学校３１校）でス

クールコーディネーターを中心に、学校のニーズに基づいた学校支援ボランティア活

動を推進した。 

（２）放課後子ども教室推進事業 

平成２５年度は、モデル校７校で「放課後子ども教室」を実施した。 

また、「放課後子ども教室」と「学童クラブ」の機能を併せ持つ総合的な放課後対

策事業として、「放課後子どもプラン」を平成２４年度からモデル校１校、平成２５年

度から新たに４校の計５校で実施した。さらに平成２６年度には新規に５校で実施す

るため、諸準備を進めている。 

 

 

取組の方向：（１０） 地域とともに子ども、学校を支援する 
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（３）北区学校ファミリーの推進 

幼稚園、小学校から中学校への学びの連続性を意識したサブファミリー内での校園

間連携を深めるために、幼小中学校合同でのあいさつ運動や地域清掃など、地域の実

態に応じた活動を推進している。これまでの取り組みの成果を活かして、平成２４年

度からは北区学校ファミリーを基盤とした小中一貫教育を全校で実施している。 

平成２４年度からは、王子桜中学校サブファミリーの全校・園を３年間の研究指定

校として、ＮＩＥについての研究を進めているところである。 

平成２５年度は、特色あるサブファミリー活動のモデルとして、赤羽岩淵中学校サ

ブファミリーにおいて「防災教育」を推進している。 

 

 １８．人材の育成・活用 

（１）青少年委員 

青少年地区委員会等の推薦により、区内で活動し青少年の育成・指導に熱意と経験

を有する有志指導者の中から６４名を北区教育委員会が委嘱し、非常勤の公務員とし

て地域の青少年教育活動の振興、青少年団体の育成を図っている。 

北区青少年委員会では、ジュニアリーダー研修会、シニアリーダー研修会、青少年

団体指導者講習会などを開催して人材の育成に努めるとともに、「小・中学生アイディ

ア工夫展」、「親子でチャレンジ飛鳥山」など、青少年の余暇活動や親子のふれあいを

重視した事業を開催した。引き続き、青少年委員会と連携して研修修了者等の地域活

動の支援を行っていく。 

（２）スポーツ推進委員 

スポーツ基本法の施行に伴い、平成２４年度より「体育指導委員」の名称を「スポ

ーツ推進委員」に改めた。 

青少年地区委員会、北区体育協会、包括協定を締結している大学、区立小中学校・

ＰＴＡからの推薦及び区民公募により、教育委員会が４９名を委嘱し、非常勤の公務

員として地域におけるスポーツの実技指導、スポーツ行事への協力、スポーツの推進

のための事業の実施に係る連絡調整などを行っている。 

また、４９名のスポーツ推進委員で構成する「スポーツ推進委員協議会」があり、

情報交換・スキルアップを図るとともに、健康ハイキングやキンボール交流大会など

のスポーツ行事、ニュースポーツの講習会の開催などに取り組んでいる。 

 

１９．区民との協働による図書館事業の推進 

平成２５年度には北区の歴史に関する小学生向けワークショップ、中高生向け「ビブリ

オバトル（知的書評合戦）ｉｎ赤レンガ図書館」のほか、小学生のためのおはなし会、学

校でのブックトークなど、児童・生徒向け図書館行事を「北区図書館活動区民の会」に所

属するボランティアとの協働により実施している。 

 

 

 



- 56 - 
 

《課題と今後の対応・方向》 

 １７．学校と地域の連携 

（１）学校支援ボランティア活動推進事業 

学校支援ボランティア活動の事業周知に努め、学校関係者や地域への理解を深めて

いくとともに、学校からのニーズの掘り起こし、スクールコーディネーターの育成や

地域のボランティア等人材の確保に更に努めていく。 

また、サブファミリー内の未実施校への拡大を進めていく。 

（２）放課後子ども教室推進事業 

平成２５年度は「放課後子ども教室」を７校で継続するとともに、「放課後子ども

教室」と「学童クラブ」の機能を併せ持つ「放課後子どもプラン」を５校で実施した。

今後は、放課後子どもプラン実施校における課題を抽出・検証し、「放課後子どもプラ

ン推進事業」への移行を進めていく。また、実施校を拡充しながら全校への導入を目

指していく。 

（３）北区学校ファミリーの推進 

各サブファミリーが、サブファミリー内の学校間連携活動の充実を図る段階にとど

まることなく、学校が地域の核となり得るように広く保育園や私立幼稚園、家庭教育

を含めた学校関係者・地域の関係諸機関との連携・協力を強化していくことが必要で

ある。 

各サブファミリーのこれまでの取り組みが、保護者に十分に伝わっていない状況を

踏まえ、さまざまな機会を捉えて保護者や学校関係者、地域への更なる周知に努めつ

つ、学校と家庭や地域社会との幅広い連携を生み出す基盤として、「北区学校ファミリ

ー」の取り組みを更に推進していく。同時に、特色あるサブファミリー活動の一層の

推進を図るために、学校図書館の活用、道徳教育、健康教育などについてモデル実施

する。 

 

１８．人材の育成・活用 

（１）青少年委員 

青少年委員会が開催する事業（イベント）については、チラシの小中学校全校配布、

北区ニュース、北区ホームページ、北ケーブルＴＶ等により周知が図られ、多くの参

加者が得られている。一方、青少年委員の日々の活動については認知度が低いという

状況を踏まえ、広報誌等の情報発信手段の多様化を見直すとともに、同委員会活動へ

の理解を広め人材の確保・育成に努めることを検討していく。 

（２）スポーツ推進委員 

スポーツ推進委員が関わるスポーツ行事が増えていることから、地域に根付いたス

ポーツ推進委員の活動をＰＲして認知度の向上を図る。また、区民のスポーツ参加を

促進するためのスポーツ推進委員の役割について検討を進めていく。 
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 １９．区民との協働による図書館事業の推進 

北区立図書館は、「区民とともに歩む図書館委員会」からの提言を受け、「北区図書館活

動区民の会」と協働を進めている。活動は、「企画・広報部」「こども部」「地域資料部」「ユ

ニバーサル部」の各部会で運営されており、それぞれが子ども向け催しの企画に工夫を凝

らしている。継続して事業を運営するために、活動するボランティアと図書館との協働の

意識、意義の確立をより深めていく必要がある。 

今後もボランティアを主体とした活動で協働し、ボランティア養成講座などの場を通じ

て協働の定着を図ることで、児童・生徒の読書活動及び、図書館運営の推進につなげてい

く。 

 

 

《取組の方向（１０）を推進するための主な指標》 

１．学校支援ボランティア活動推進事業における、実施サブファミリー数及び実施校数 

 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

ｻﾌﾞﾌｧﾐﾘｰ数 10 10 12 12 12 

実施校数(校) 24 27 37 43 46 

 

 

２．放課後子ども教室推進事業の実施校数（小学校のみ） 

 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

実施校数(校) 9 9 9 12 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標の考え方 
 地域とともに子ども、学校を

支援することの指標には、さま

ざまな技能や知識を持つ地域

のボランティアの方々に支え

られて実施される学校支援ボ

ランティア活動、及び放課後子

ども教室推進事業の実施校数

を設定した。 
 全１２サブファミリー及び

全５０校（小学校３８、中学校

１２）での実施を目指す。 
 ２６年度は実施予定校数で

ある。 
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《取組の方向（１０）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

地域交流活動支援 3,413

学校における地域や他都市との交流・連携
活動事業を支援し、児童・生徒の世代の異
なる人々とのふれあいや、さまざまな体
験・交流を行っていくことで、子どもたち
の社会性や協調性を育んでいく。 

学校支援ボランティア活動推進
事業 

12,927

さまざまな知識、技術、経験を持つ地域の
方を学校支援ボランティアとして学校の
ニーズに基づいて、子どもたちのためにそ
の技能を役立てていただくことで、学校の
教育活動を支援するとともに地域の教育
力の充実を図る。 

放課後子ども教室推進事業 313,204

学校や地域の方と連携して、小学校を放課
後や週末に子どもたちが安全かつ安心し
て過ごせる活動拠点（居場所）とし、遊び、
学び、体験活動、交流活動等を実施する。

北区学校ファミリーの推進 5,048

通学区域の重なる幼稚園・小学校・中学校
でネットワークをつくり、１校だけではで
きないことを複数校が協力して実践し、質
の高い教育の実現を目指す。また、このネ
ットワークを基盤として、学校と家庭や地
域社会との幅広い連携を生み出し、地域の
教育力の向上を図る。 

青少年委員 10,186

青少年の育成・指導に熱意と経験を有する
方を青少年委員に委嘱し、地域の青少年教
育活動の振興、青少年団体の育成を図る。
また、ジュニアリーダー研修会、指導者講
習会等を開催して人材の育成に努めると
ともに、青少年の余暇指導や親子のふれあ
いを重視した事業を開催する。 

スポーツ推進委員 7,353

キンボールやスポーツ吹矢などのニュー
スポーツを普及するため、講習会やイベン
トを開催する。また、地域で行われるスポ
ーツイベント等に協力するとともに、総合
型地域スポーツクラブの設立に向けた検
討を行うなど、全ての区民が気軽にスポー
ツ活動を楽しめる環境づくりに取り組ん
でいる。 

わくわく土曜スポーツクラブ 3,105

学校体育館を中心に、小・中学生を対象と
する「わくわく土曜スポーツクラブ」を指
導者の協力を得ながら実施する。楽しみな
がら各種スポーツを体験することのでき
る機会を提供して、子どもたちが健やかに
育つようジュニアスポーツの推進を図る。

北区図書館活動区民の会との協
働による事業実施 

763

「北区図書館活動区民の会」と協働してさ
まざまな図書館活動を推進し、生涯学習の
拠点として「区民とともに歩む図書館」づ
くりを進める。 

区民との協働によるボランティ
ア育成制度の構築、推進（図書館）

765

「北区図書館活動区民の会」と協働し、体
系的な講座を組むなどして子どもの読書
活動を推進するボランティアを育成する。
また、図書館をボランティア活動の場とし
て提供していく。 
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【総合評価】 

 １７．学校と地域の連携  

地域とともに子ども、学校を支援する学校支援ボランティア活動推進事業は、計画を前

倒しして全１２サブファミリー４３校で取り組みを実施している。今後はサブファミリー

内の未実施校への働きかけを進めて実施校の拡大とサブファミリー内の連携を図り、より

多くの学校でボランティアの力を活かせる仕組みづくりを進め、学校支援ボランティアの

活動機会を拡充していくこととする。 

放課後子ども教室推進事業については、子どもたちの安全・安心な居場所づくりとして

今後も継続実施していく。なかでも「放課後子ども教室」と「学童クラブ」の機能を併せ

持つ「放課後子どもプラン」については、区長部局（子ども家庭部）等と調整を図りなが

ら全校実施に向けて拡大・推進していくこととする。 

北区学校ファミリーの推進については、「学び」という縦のつながりと「地域」という横

の広がりの中で、小中一貫教育、就学前教育などの教育施策を推進する基盤として、サブ

ファミリーの連携強化を図り、北区らしい取り組みを推進していくとともに、各校園にと

って互恵性のある取り組みであることを、より一層価値付けていく必要がある。 

 

１８．人材の育成・活用 

青少年委員会については、ジュニアリーダー研修会、シニアリーダー研修会、青少年団

体指導者講習会などを開催して地域の人材育成に努めている。今後とも、人材育成を推進

するとともに、人材をより一層効果的に活かすことができる機会を増やしていく必要があ

る。 

スポーツ推進委員については、研修会等に参加して自己研鑽に努めるとともに、スポー

ツ行事にも積極的に協力し、地域スポーツ推進のための活動に励んでいる。引き続き、ス

ポーツ推進委員個々の能力や経験を活用して、区民のスポーツ実施率の向上を図る必要が

ある。 

 

 １９．区民との協働による図書館事業の推進 

図書館事業については、区民の幅広い意見を集約し、図書館活動（読書活動）につなげ

ていくことが求められている。そのため、「北区図書館活動区民の会」との積極的な事業の

協働を活かし、学校や地域の活動に好影響をもたらすように、区民から愛される図書館づ

くりを推進していく必要がある。 
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視点：３ 生涯を通じた学びを応援する 

 

 

主管課：生涯学習・スポーツ振興課  

関係課：飛鳥山博物館、中央図書館、スポーツ施策推進担当課 

 

《取組の方向（１１）を推進するための重点施策》 

 ２０．学習機会の拡充 

大学、民間企業等と連携するとともに、区民が自ら企画する講座や学習会を支援する。

また、事業の実施目的を明確にし、事業の見直しや整理を行いつつ、多様なニーズに応え

る学習機会を拡充していく。 

高齢者、障害者をはじめ育児・介護等で外出しにくい状況にある区民、勤労者を含め区

民誰もが学習に参加できるよう条件整備を進めるとともに、学習を通したコミュニティの

形成、学んだことを地域に生かす学習社会づくりを進める。 

また、青少年のための学校外での学習機会を拡充していく。 

 

 ２１．身近な学習の場の整備 

区民の学習の場であるとともに、地域の文化の拠点ともなる図書館、博物館、文化セン

ターなどの施設が、区民とともに育つ施設としてさらに発展できるよう、引き続き整備に

努めていく。 

また、特に高齢者や障害者、子育て中の方など誰でも学習に参加できるよう、ハード・

ソフト両面での施設の一層のバリアフリー化を推進する。 

 

 ２２．学習情報提供、相談体制の充実 

区民や団体に活用される情報提供が求められていることから、教育情報紙や生涯学習情

報システムについてより一層の内容充実を図るなど、学習情報の提供、学習相談体制を充

実させていく。 

 

 ２３．スポーツ活動の推進 

平成２４年８月に策定した「東京都北区スポーツ推進計画」に基づき、地域スポーツを

推進するための様々な施策を展開していく。 

あわせて、地域スポーツを推進する拠点となる施設の整備・充実を進める。 

 

 ２４．文化財の保護・活用と保存・継承 

開発に伴う発掘調査で出土した貴重な埋蔵文化財を、博物館での一般公開や講演等で活

用していくとともに、国の史跡指定を受けている中里貝塚についても魅力的な公開・活用

を図っていく。 

取組の方向：（１１） 学習、文化・芸術、スポーツ活動を振興する 
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伝統芸能などの無形民俗文化財については、芸能などの伝承が維持継続している過程に

おいて適切な記録保存を行っていく。また、後継者を育成する支援体制を検討し、伝統文

化の継承に努める。 

 

 ２５．魅力的な文化・歴史学習の推進 

文化・歴史事業に係わる関係機関が連携を密にし、区民の郷土への愛着や関心を深めて

いく多彩で魅力的な展示や講座等の文化・歴史学習を推進する。 

 

 

《重点施策の取組状況》 

２０．学習機会の拡充 

北区区民大学は、区民ニーズに即した講座とするために区民との企画会方式を取り入れ

ている。また、社会教育関係団体自らが主体となって講座・講演会等を実施することへの

支援として、生涯学習講座支援事業等を実施している。 

青少年の学校外での学習の場となる「ＫＩＴＡＫＵスーパーサイエンススクール」では、

中学生・高校生が実際に研究機関を訪ねて最新鋭の実験装置を体験する講座や都内の高等

教育機関の科学・教育系学生サークルと連携した科学実験教室などを提供した。 

地域の学習機会の拠点である文化センターでは、地域の方々や区内で活動する団体と協

力・連携し、より幅広い視点からの企画運営を行った。 

そのほかの講座に関しても、働いている人が参加しやすい夜間や土・日曜日に開催した

ほか、子育て中の区民のために保育付講座を実施するなど、参加しやすい環境づくりに努

めた。 

     

２１．身近な学習の場の整備 

中央公園文化センターでは、耐震補強及びエレベーター設置改修工事を行い、区民が安

全にまたより快適に学習活動を進められるよう環境整備に努めた。 

中央図書館では無線ＬＡＮの導入を行った。また、赤羽・滝野川図書館でのパソコン配

置など、インターネット環境を充実させ、利用客が情報収集するに際しての利便性の向上

を図った。 

飛鳥山博物館は、常設展示をより見やすくわかりやすくしているほか、企画展、特別展

覧会、スポット展示などの充実につとめている。 

  

２２．学習情報提供、相談体制の充実 

学習機会に関する区民への情報提供をさらに推進するため、生涯学習情報紙「まなびん

ぐＫＩＴＡ」を年４回発行している。また、文化センターにおいては「文化センターだよ

り」を発行し各種講座案内や団体・サークル情報を提供している。 

「生涯学習情報システム」では、インターネット上で各団体の学習内容や活動場所、活

動日など、さまざまな学習情報を提供し、区民の学習支援を行った。 
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２３．スポーツ活動の推進 

「東京都北区スポーツ推進計画」に基づき、スポーツ活動を推進している。 
平成２５年度は、スポーツ祭東京２０１３としてサッカー競技（少年男子）などを開催

し、スポーツの普及啓発に努めてきた。また、２０２０年オリンピック・パラリンピック

の東京開催が決定したことを受けて、東京オリンピック・パラリンピック担当課を設置す

るとともに、ナショナルトレーニングセンターや都立障害者総合スポーツセンター等との

連携を強化し、さらなるスポーツ活動の推進について検討を行っている。トップアスリー

ト交流スポーツ教室は、テニス、卓球、バドミントン、バスケットボールを開催するほか、

サッカー教室を行う予定である。 
スポーツ施設の整備に関して、（仮称）赤羽体育館の建設事業については、早期着工に向

けた準備を進めている。 
施設管理に関しては、桐ケ丘体育館で雨漏りの補修工事、滝野川体育館でバリアフリー

化工事、北運動場のグランド整備工事を行い、利用者の安全管理等に努めた。   
また、身近な地域スポーツの活動の場を確保するため、学校改築にあわせて地区体育館

及び校庭夜間開放施設の整備を進めている。さらに、その他の施設に関しても必要備品の

購入や保守点検、維持修繕を行い、常に施設を最善の状況にするよう努めている。 
 

２４．文化財の保護・活用と保存・継承 

西ケ原遺跡群から出土した弥生時代の鉄剣や縄文時代中期の植物の編み物について、今

後の展示資料とするために修復を行った。 

国史跡中里貝塚の隣接地では、史跡に続く良好な貝層が確認されたため、平成２４年度

に国の史跡追加指定を受けて土地を取得し、平成２５年度に史跡広場として整備を行って

いる。 

区指定無形民俗文化財では、王子神社での「王子田楽」・「熊野神社の白酒祭」・道灌山稲

付神社の「稲付の餅搗唄」が行われたほか、文化財公開事業として「稲付の餅搗唄」の実

演と体験を、餅搗き唄保存会と地元の清水小学校の協力を得て実施した。 

 

２５．魅力的な文化・歴史学習の推進 

飛鳥山博物館では、常設展示室で行う事業を増やし、館所蔵の歴史資料を積極的に活用

した。また、大人向け体験講座を増やし、資料に直接触れる機会を設けた。更に、平成２

４年３月に刊行した北区文化財ガイドブックを活用した街歩き講座や、数年計画で完結す

る歩く講座など野外講座の充実を図り、博物館の外へも活動域を広げた。 

夏休みには親子で勾玉や縄文土器を作ったり、藍染や浮世絵塗り絵を体験したりして、

歴史文化を身近に感じてもらえる講座を実施した。 

区指定文化財「旧松澤家住宅」である茅葺屋根の古民家「ふるさと農家体験館」を活用

して、地域に伝わる年中行事の再現や春野菜・秋野菜づくりなど、昔の暮らしの体験を通

じて地域の歴史文化に触れる機会を推進した。これらの事業は区民との協働によって行っ

た。 

中央図書館では、地域歴史入門書「北区の歴史はじめの一歩」が、平成２５年２月に北
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区全域 7区域全巻刊行となった。刊行時点での該当地域の区立小学校３年生に配付し、平

成２５年１０月には内容を深める講演会を開催した。 

また、北区政策提案協働事業として「街づくり・フロンティア２１」とともに昔のフィ

ルムの収集を始め、平成２５年度には上映会を開催した。これら北区の歴史資料について

保存・活用し、広く知ってもらう機会を推進している。 

 

 

《課題と今後の対応・方向》 

 ２０．学習機会の拡充 

区民の学習機会に対するニーズは多種多様であり、どの分野に重点を置いて企画・運営

していくかが課題となる。今後も多種多様なニーズに対応するため、区民全体を対象とす

る「北区区民大学」、高齢者を対象とする「北区ことぶき大学」、子育て世代の保護者を対

象とする「家庭教育学級」等で、さまざまな分野の学習機会を提供していくこととする。

実施に当たっては、企画会の開催等の区民参画のシステム作り、また高校・大学・民間企

業や専門機関等との連携にも配慮する。また、社会教育関係団体等の区民が主体となって

企画運営する講座や学習会の支援も進めていくほか、学習拠点である文化センターで実施

される講座と連携を図りながら、社会の変化に応じたより多様な企画・運営をしていく。 

 

 ２１．身近な学習の場の整備 

文化センターでは、幅広い世代の区民の学びを支援するため、積極的に区民のニーズの

把握に努め改善を図っていく。 

近年、インターネットの発達により、電子書籍・音声・動画などデジタル資料が増加し

ている。図書館においては、今後も情報の拠点としての対応を検討していく。 

飛鳥山博物館では、常設展示室内の展示物の魅力の紹介や理解を深めるミニ講座の開催

を継続していく。また、特別展示室やホワイエでの企画展や夏休みの子ども向け展示のほ

か、スポット展示なども積極的に行い、来館者への新たな情報提供に努めていく。 

  

２２．学習情報提供、相談体制の充実 

現在、約２万部を発行している生涯学習情報紙「まなびんぐＫＩＴＡ」については、区

民に身近な情報誌として、引き続き内容の充実を図っていく。 

現在のインターネットを利用した「北区生涯学習情報システム」については、北区ホー

ムページリニューアル後も形を変えて存続させ、リアルタイムの情報提供を継続させてい

く。 

また、中央公園文化センターでは、平成２６年度に生涯学習情報コーナーを設置予定で

あり、区民や団体の学習活動の支援に努めていく。 
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２３．スポーツ活動の推進 

「東京都北区スポーツ推進計画」において、子どもの体力低下や障害者のスポーツ参加

などさまざまな課題が浮き彫りになった。計画の概要版を作成・配付し、誰もがスポーツ

に楽しめるようスポーツ活動の普及啓発に向けて広く周知を図っていく。 
また、北区における総合型地域スポーツクラブとして活動してきたＮＰＯ法人北園クラ

ブは、活動場所であった旧北園小学校施設の利用中止に伴い、平成２５年７月に解散した。

このことを受けて、平成２５年１０月に「総合型地域スポーツクラブあり方検討委員会」

を設置し、既存のクラブを含めたクラブの今後のあり方について検討を行っている。 

トップアスリート交流スポーツ教室は、２０２０年オリンピック・パラリンピックに向

けて、ナショナルトレーニングセンターと引き続き良好な関係を保ちつつも、他の関係機

関・団体とも連携して更なる内容の充実を図っていくこととする。施設の整備に関しては、 
(仮称)赤羽体育館について早期の開設を目指して対応を進めていく。 

 

２４．文化財の保護・活用と保存・継承 

近年の開発行為の多発による埋蔵文化財調査を要する事案の増加は、出土する遺物の増

加の要因となっており、遺物の適切な管理・保存を行っていくための保管場所の確保が課

題となっている。出土した遺物は、修復や整理を行い報告書での公表や企画展での展示・

関係機関への貸出などの公開を行うほか、学校授業での活用方法などの活用策を検討し推

進していく。 

国史跡中里貝塚は、追加指定を受けた土地を史跡広場として一体的に整備を行い、今後

は、地域住民の理解や協力による保存管理を推進していく。 

郷土の歴史や文化の継承は、環境や経済の急激な変化等により現状での保存や継承が困

難となりつつある。特に、無形民俗文化財においては後継者の育成が課題となっており、

各保持団体からの意見や要望に対する支援方法の検討を進めていくとともに、受け継がれ

てきた芸能の姿を後世に伝えていくことができるよう記録保存にも努めていく。 

  

２５．魅力的な文化・歴史学習の推進 

史跡めぐりや体験学習は、継続することにより博物館事業や文化・歴史学習の充実につ

ながるものであるが、今後も博物館事業に対する理解をより拡げていくための新たな魅力

を探りながら事業を展開していく。 

「ふるさと農家体験館」は、赤羽自然観察公園の豊かな自然のなか、田んぼの脇と言う

絶好の環境にあるので、引き続き参加者を募集して開講する事業の拡充に努める一方、当

日自由参加できるイベント型の事業（体験館祭りや正月遊び、公開体験事業など）を開催

することにより、来館者を増やし、一層認知度の向上に努めていく。 

中央図書館では、「北区の部屋」へ提供された古文書や写真、映像資料の保管・活用や 

「北区図書館活動区民の会」の地域資料部会との協働による、歴史講演会・写真展示など 

を通し、身近な北区の魅力を伝えていくとともに、地域資料のデジタル化を推進していく。 
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《取組の方向（１１）を推進するための主な指標》 

 

    指標の考え方 

スポーツ振興の指標として、体育施

設の利用人数を設定した。地区体育

館の整備等や浮間子どもスポーツ広

場の拡張に伴う利用人数の増加目標

を1万人として、今後もスポーツの

更なる振興を図っていく。 

数値については、２４年度までは

実績値、２５年度は実績見込値、２

６年度は目標値である。 
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学習活動振興の指標として文化セ

ンターの施設利用率を設定した。施

設利用率を1日当たり１回帯増やす

ことで、1 年間に１％程度の増加を

目指し、５５％に乗せることを目標

とする。 

 数値については、２４年度までは

実績値、２５年度は実績見込値、２

６年度は目標値である。 
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《取組の方向（１１）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

北区区民大学 689

区民を対象に、環境問題、人権問題や地域
課題等、多様なニーズに応える学習の機会
として、年間に４コース開講し、各コース
４～６回程度の継続学習を行う。講義形式
のほか、ワークショップなどの参加型の学
習方法も取り入れていく。 

スーパーサイエンススクール 398

小・中学生、高校生を対象に、科学やもの
づくりへの興味・関心を育てる場として、
大学等と連携して専門的な講座を実施す
る。 

区民とともに歩む図書館委員会
の設置、運営 

955

学識経験者をはじめ、公募委員を含む区民
代表者で構成する「区民とともに歩む図書
館委員会」を設置・運営し、同委員会から
の提言等を図書館サービスの改善に生か
していく。 

生涯学習情報紙の発行 89
区民にわかりやすい生涯学習情報紙とし
て「まなびんぐＫＩＴＡ」を発行する。今
後も同紙の一層の内容充実に努めていく。

地域スポーツの推進 7,104

「東京都北区スポーツ推進計画」に基づい
て地域スポーツの推進を図っていく。ま
た、北区における総合型地域スポーツクラ
ブのあり方を検討する。 

（仮称）赤羽体育館の建設 1,179,185
全区的、広域的な総合スポーツ大会が開催
できる総合体育館、生涯スポーツの場とし
て、（仮称）赤羽体育館を建設する。 

トップアスリート交流スポーツ
教室 

1,995

ナショナルトレーニングセンターなどと
連携し、小・中学生を対象に各種スポーツ
で活躍した選手の技術や競技経験を生か
したスポーツ教室を開催する。 

継承者の育成支援 569

無形民俗文化財の保存継承について、補助
金交付等の支援に加えて、伝承者、学識経
験者、保持団体等を含めた検討を行い、地
域に伝承されてきた伝統芸能が失われな
いよう継承者育成のための支援体制づく
りを進める。 

文化財を活用したふるさと学習
事業 

14,746

茅葺屋根の古民家「ふるさと農家体験館」
を活用して、区民との協働により地域に伝
わる年中行事の再現や昔の手作りおもち
ゃの工作教室など、さまざまな体験事業を
通して地域の歴史や文化に触れるふるさ
と学習を推進する。 
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【総合評価】  

 ２０．学習機会の拡充 

学習機会の拡充に関しては、区民との企画会や大学等との連携事業を実施することによ

り、より専門性のある事業や多彩な内容の講座等の企画運営に取り組んでいる。今後も、

多様なライフスタイルに対応した学習機会の提供を目指し、また、北区政の基本方針でも

ある「区民とともに」を実践するため、区民が主体となった学習の場づくりの支援を推進

していく必要がある。 

 

 ２１．身近な学習の場の整備 

身近な学習の場の整備に関しては、文化センターでの施設予約手続きの簡素化や、施設

のソフト面での整備を実施した。 

中央図書館では、「区民とともに歩む図書館委員」の提言を、積極的に図書館運営に反映

してくことが重要である。未来の図書館を見据え、求められるサービスを踏まえた整備を

進めていく。 

博物館は、展示事業の拡充に今後とも努めていく。  

今後とも、施設の使いやすさに密接に関係するハード面の整備も含めて、身近な学習の

場である文化センター、博物館、図書館などがより使いやすい施設となるよう努めていく

必要がある。 

２２．学習情報提供、相談体制の充実 

学習機会の提供については、主に区の広報紙「北区ニュース」で情報発信しているとこ

ろであるが、生涯学習情報紙「まなびんぐＫＩＴＡ」を発行することで、対象者により直

接的に学習機会の情報が目に留まりやすくなり、生涯学習に取り組みやすい環境づくりが

進む。今後は、掲載方法や配布方法も含め、必要とされる情報がわかりやすく伝わる工夫

を更にしていく必要がある。 

また、生涯学習情報システムは、区民が時間の制約を受けることなく、また施設に足を

運ぶことなく学習団体の情報を迅速に検索できるという利点がある。その効果が十分発揮

され区民が求める情報が簡単に得られるよう、システムを改善していく必要がある。 

  

２３．スポーツ活動の推進 

区民が生涯にわたりスポーツに親しめるよう、区民の健康増進や子どもの体力向上、地

域コミュニティの活性化等、スポーツ推進計画に基づいて地域スポーツの推進を図ってい

る。また、２０２０年に開催が決定した東京オリンピック・パラリンピックの気運醸成を

図りながら、子どもたちの運動能力向上や障害者スポーツの普及・推進などの事業につい

て、平成２６年度から開始する予定である。 
トップアスリート交流スポーツ教室は、区民、競技団体の双方に好評であり、今後も継

続していく。 

スポーツ施設の管理に関しては、さまざまな維持補修を行い、快適で安全な施設管理に

努めているが、今後は補修だけでなく区民がより使いやすいよう、バリアフリー化を見据
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えた施設の改修等にも取り組んでいく必要がある。 

 

２４．文化財の保護・活用と保存・継承 

文化財の保護・活用と保存・継承に関しては、出土遺物を速やかに公開するために展示

や講座などに取り組んできた。 

中里貝塚は、追加指定によって範囲が広がったことにより、史跡としての環境整備や適

切な管理について対応を急ぐ必要がある。 

無形民俗文化財の後継者育成支援については、北区文化財保護審議会においても審議検

討を始めているが、今後保存団体等を含めた検討を行い、支援内容について具体化してい

く必要がある。 

   

２５．魅力的な文化・歴史学習の推進 

魅力的な文化・歴史学習の推進に関しては、ただ見たり聴いたりするだけではなく、触

れたり、作ったり、歩いたり、体験することによって歴史文化の理解をより高める機会を

多く提供できた。今後も様々な事業形態の講座を展開し、楽しみながら学習していけるよ

うさまざまな方法を考えていくこととする。 
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視点：３ 生涯を通じた学びを応援する 

 

 

主管課：教育政策課 
関係課：教育未来館、学校改築施設管理課、学校支援課、教育指導課、 

     学校適正配置担当課、スポーツ施策推進担当課        

 

《取組の方向（１２）を推進するための重点施策》 

 ２６．大学連携による特色ある施策の展開 

北区の教育の充実発展を図るため、大学や高等教育機関等と協定を締結し、教育課程は

もとより発展的学習や地域との連携事業など、さまざまな場面での連携を推進する。 

 

 ２７．区立小学校の適正配置の推進 

少子化に伴う区立小学校の小規模化に対応し、教育環境の改善と向上を図るため、「東

京都北区立学校適正規模等審議会第三次答申」を踏まえ、平成２４年２月に「東京都北区

立学校適正配置計画」を策定した。この計画に基づき、ブロック毎に設置する検討組織に

おいて、関係者と十分に協議を重ね、合意形成を図りながら適正配置を推進する。 

 

 ２８．学校改築・リフレッシュ改修工事の推進 

学校改築及び老朽化している校舎のリフレッシュ改修工事等を計画的に行っていく。 

 

 ２９．環境に配慮した学校施設整備 

環境に配慮した学校施設の整備を進めるとともに、これらの施設（太陽光発電、屋上緑

化、壁面緑化、ビオトープ等）を環境教育へ活用していく。 

 

 ３０．安心して学べる環境づくり 

安心して学べる環境づくりを推進するため、修学意欲がありながら家庭の経済事情等に

より高校等への進学が困難な方に対して奨学資金の貸付を行う。また、学校毎の行事情報

や地域を限定した不審者情報等を即時に各学校から保護者あてにメール配信するなど、学

校と家庭との連携を支援するとともに子どもの安全・安心対策を推進する。 

さらに、人的環境の整備という観点から、いじめなどでつらい思いをしている子どもを

救うため、いじめ問題対策を強化するとともに、親和的な学級集団づくりを支援する取り

組みを強化する。 

 

 ３１．（仮称）教育総合センターの設置 

「教育先進都市・北区」の教育拠点施設として、教育未来館と教育相談所及び就学相談

事務を統合し、（仮称）教育総合センターを設置する。 

取組の方向：（１２） 安全・安心な教育環境を整備する 
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《重点施策の取組状況》 

 ２６．大学連携による特色ある施策の展開 

  （１）お茶の水女子大学との連携 

お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンターとの連携により、「理

科実験支援事業」では小・中学校の要請に基づき大学講師が各学校に出向き、理科

実験等のノウハウを駆使して理科授業を支援しており、平成２４年度からは中学校

での悉皆実施としている。「サイエンスラボ」では、北区教育未来館において中学

生を対象に大学講師等が実験等を指導・支援する実験教室を土曜日に定期的に開催

している。また、夏季休業中に中学生を対象に自ら研究テーマを設定し、そのテー

マに沿った実験・研究を大学講師等の指導・支援を受けながら行う「サイエンス DAY

キャンプ」を実施している。平成２５年度からは赤羽岩淵中学校を対象として、理

科部を中心とした部活動支援のモデル事業を展開している。 

  （２）東洋大学との連携 

中学生の体力向上策の一つとして、東京都が毎年開催している区市町村対抗の中

学生駅伝大会「東京駅伝」北区選抜チームの意識高揚や練習意欲の喚起等を図るた

め、包括協定を締結している東洋大学との連携により、箱根駅伝等で活躍する選手

等との交流事業を実施している。 

また、同大学文学部教育学科との往還型教育実習の協定により、区立小学校５校

で往還型教育実習生の受入を行い、教育活動の見学及び授業補助、教員による専門

教科の教授法や学習指導案の作成方法の指導を実施している。 

更に、ライフデザイン学部健康スポーツ学科の学生（４名）を北区スポーツ推進

委員に委嘱し、区または地域等で行うスポーツ推進事業などに携わっている。 

  （３）東京家政大学との連携 

東京家政大学との連携協力に関する包括協定により、大学の要請に基づき指導主

事が出向き、講義を実践している。平成２５年度は、教職課程の学生を対象に「教

職実践演習」として、教員に求められる力や身に付けるべき力、教員の役割、教員

としての経験などを講義した。 

 

 【参考】教育委員会のほか、区長部局において以下のとおり大学連携に取り組んでいる。 

「北区基本計画２０１０」では、区民と区と協働を進めるため、「大学との包括協

定の締結」を計画事業としている。この事業は、区と大学との連携・協働に関する

基本的な協定を締結し、それぞれがもつ人的・知的・物的資源を活用し、教育、文

化、産業、健康、環境、まちづくり、防災・防犯などの地域課題を解決することで

豊かな地域社会の創造を目指しているものである。 

[主な連携事業] 

①東京家政大学（平成２２年度に締結） 

高齢者ふれあい食事会（平成２５年度は休止）、食育フェア等の食育事業や

みんなで育児応援プロジェクト、男女共同参画支援、環境大学、区民大学での
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講座、乳がん予防キャンペーンへの協力、イメージ戦略における大学生との協

働等の連携事業に取り組んでいる。 

②東洋大学（平成２３年度に締結） 

産学連携を促進するセミナーの開催やものづくり夜間大学校での講座、留学

生が一般家庭との交流を行う一泊ホームステイ事業などの連携事業を実施し

ている。 

③帝京大学（平成２４年度に締結） 

平成２５年９月１日、旧富士見中学校跡地で行った北区総合防災訓練に帝京

大学医療技術学部スポーツ医療学科救急救命士コースの教授と学生が訓練に

参加した。訓練後には救急救命講習を実施した。 

また、帝京大学の独自事業として、近隣住民が気軽に誰でも立ち寄ることが

できる「帝京けんこうひろば」を開設した。 

 

 ２７．区立小学校の適正配置の推進 

東京都北区立学校適正配置計画に基づき、平成２４年５月に田端中学校サブファミリー

ブロック並びに稲付中学校サブファミリーブロックに小学校適正配置検討協議会を設置し、

小学校の適正配置に向けた協議を続けてきた。このうち田端中学校サブファミリーブロッ

クについては、平成２５年３月に適正配置に関する協議が整ったため、平成２５年度は統

合推進委員会を設置し、統合新校の開設に向けた協議を行うとともに、統合新校として使

用する学校施設の一部改修を行った。 

なお、平成２６年度から協議に着手するＢグループの滝野川紅葉中学校サブファミリー

ブロック並びに明桜中学校サブファミリーブロックについては、児童数推計に基づいたそ

れぞれのブロックの小学校数の検討を行い、これを踏まえ同計画の一部改訂を行った。 

 

 ２８．学校改築・リフレッシュ改修工事の推進 

  （１）校舎等の耐震補強 

阪神・淡路大震災を教訓として行った校舎・体育館等の耐震診断の結果、耐震基

準を満たしていない施設については計画的に順次耐震補強を進めてきた。平成２４

年度の王子第五小学校の第二期工事の終了をもって、区内全ての区立学校の耐震化

が完了した。 

  （２）学校改築の推進 

北区基本計画等に基づき、計画的に学校の改築を実施している。今年度は、平成

２５年９月に滝野川紅葉中学校（新校舎）が開設したほか、平成２６年４月開設を

めざし赤羽岩淵中学校（新校舎）の建設工事を進めている。 

 （３）校舎改修・改築計画の策定と推進 

小中学校の多くが建設から４０年以上が経過しており、学校施設の改築や、大規

模な改修による施設の長寿命化対策を実施する時期を迎えている。このため、学校

施設の計画的・効率的な更新を図るため、平成２６年３月に「北区立小・中学校改

築改修計画」を策定する予定である。平成２５年１２月には同計画案を公表し、パ
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ブリックコメントを実施した。 

 

 ２９．環境に配慮した学校施設整備 

環境に配慮した施設整備（屋上緑化、壁面緑化、ビオトープ、生垣化、太陽光発電等）を学

校改築の機会をとらえながら、計画的に実施するとともに、環境教育での活用を図る取り組み

を進めている。 

平成２５年度には、屋上緑化３校（王子第二小・滝野川紅葉中・赤羽岩淵中）、壁面緑化２

校（荒川小・稲田小）、ビオトープ１校（赤羽小）、生垣化３校（滝野川第四小・滝野川紅葉中・

赤羽岩淵中）等の整備を実施する。この結果、今年度末の整備済みの学校数は、屋上緑化１８

校、壁面緑化１８校、ビオトープ１４校、生垣化１５校、太陽光発電装置の設置９校となる予

定である。また、学校改築に際しては、雨水利用などの環境配慮の取り組みについても実

施している。 

あわせて、節電に積極的に取り組むとともに、区立小学校５年生、区立中学校１年生を

対象に、ＣＯ2削減に向けた「ＣＯ2削減アクション月間」である６月に環境に配慮した行

動を実践したほか、６月５日の「環境の日」を中心に各学校で環境に関する講話等を実施

している。また、平成１０年度からは、区立小学校５年生が家庭における環境に配慮した

行動「夏休み小学生の環境活動自己診断の実施（環境課）」を夏休み中に実践している。 

 

 ３０．安心して学べる環境づくり 

 （１）北区奨学資金貸付事業 

国による高校授業料無償化が実施されたこと、従来の北区奨学資金貸付制度が公益

財団法人東京都私学財団や社会福祉法人東京都社会福祉協議会など他団体でも行って

いる貸付事業と類似していたことから、平成２３年度に北区の制度を改正したところ

である。 

現在は、単に北区の制度のみを周知するのでなく、修学資金を必要としている方の

個々のニーズに合った各種貸付事業の情報を提供するなど、利用者の選択肢を広げる

支援に努めてもいる。 

 （２）学校メール配信システム 

区長部局（危機管理室）が運用する「安全・安心・快適メール配信事業」のシステ

ムの一環で、学校メール配信システムを平成１９年度までに全ての区立小・中学校、

幼稚園で導入した。個々のメール配信は各学校から登録された保護者へ配信すること

となるが、配信回数、登録者数とも、平成２３年３月に発生した東日本大震災以降確

実に増加している。同システムへの登録の促進については、随時、各学校から保護者

へ周知している 

（３）防災対策 

  ①防災（避難）訓練の実施 

    全幼稚園、小・中学校で、「北区学校防災マニュアル」（暫定改訂版）に基づき、

学校の状況や地域の実情に即し、年間計画を立てて防災（避難）訓練を行っている。

地震や火災といった想定される状況に応じた訓練、授業中や休み時間など発生時間
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帯を変えた訓練、緊急地震速報を利用した訓練、事前予告のない訓練など工夫をし

ている。 

②学校防災マニュアルの改定 

平成２６年３月に完成を目途に、平成２４年１月に暫定改訂した「北区学校防災

マニュアル」を完全改訂する作業を、防災の専門家と共同で進めている。 

本マニュアルでは、地震・風水害時の児童・生徒の保護者への引き渡しまでの学

校の対応に加え、現行の暫定改訂版では未改訂である部分を含め、区の基本計画と

なる『地域防災計画』（平成２５年３月改訂）を基に対応を定める。さらに、防災

教育や原子力災害・テロ災害への対応、災害発生後の教育活動再開までの道筋につ

いても盛り込む。 

③緊急地震速報及び災害時における情報連絡体制の整備 

いち早く地震に対する安全確保を図るため、全ての小・中学校で緊急地震速報が

校内に自動放送される機器を平成２３年度に整備した。 

あわせて、一般の通信回線が混乱をきたしていても通信可能な手段を複数確保す

るため、従来から整備されていた北区地域防災行政無線機及び無線ＦＡＸに加え、

平成２４年２月にＰＨＳ電話機を全校に配備した。地域防災無線の電波が届かない

郊外へ行事で出かける学校に対しては衛星携帯電話の貸し出しを行うなど、情報連

絡体制を確保している。 

④放射線対策 

福島第一原子力発電所の事故を受けて、各小・中学校、幼稚園において砂場や校

庭等を中心に放射線の空間測定を行い、北区が安全対策を行う目安としている毎時

０．２５マイクロシーベルト以上の数値が測定された場合には土砂を入れ替えるな

どの除染対策を施すとともに、情報を北区ホームページ等で公表している。 

また、学校給食については調理した給食の放射線測定を実施している。平成２５

年度は年２回測定を行い、結果を北区ホームページで公表している。（全て測定下

限値未満） 

⑤赤羽岩淵中ＳＦでの防災教育の取り組み 

平成２６年末を目途に、小中連携した赤岩中ＳＦ安全教育カリキュラム（主として

災害安全）の試案を進めている。平成２５年度は、ＳＦ内の教職員及び地域・保護者向

けに慶応義塾大学環境情報学部大木聖子准教授を講師に招き２回の講演会を実施した。

また、ＳＦ防災委員会を定期的に開き各校での進捗状況を確認している。 

（４）通学路の安全確保 

小学校の通学路の安全確保については、従来から児童交通指導員の配置や通学路

標識の整備等により対策を講じてきたが、平成２４年度に他県で連続して発生した

交通死亡事故を受けて、学校、保護者、道路管理者、警察等による通学路の緊急合

同点検を実施した。この点検結果を踏まえ、危険と思われる箇所には児童交通指導

員の新規配置、表示板の設置など対策を講じるとともに、道路管理者による施設改

善を促した。今後も適宜、通学路の合同点検を実施し、一層の安全確保を図ってい

く。   
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（５）いじめ等のない学級集団づくりへの支援 

     いじめ問題の対応について、心の教育を推進していく取り組みのほか、安心して学

べる環境づくりの観点からも以下のような対策を実施する。 

① いじめ問題対応連絡協議会の強化 

      教育長を本部長とするいじめ問題対策本部のもと、いじめ問題対応連絡協議会を

１０月と２月の２回実施した。平成２５年度より、児童・生徒の実状に即した協議

を目指して、新たに養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー代表を委員に加えた。区内のいじめの現状を把握するとともに、いじめ問題への

対応策、研修の工夫等について意見交換を行った 

②いじめ問題対応に関する教員研修の充実 

区立全小中学校、幼稚園の教員を対象に毎年実施している「いじめ問題対応研修

会」を開催した（１月７日）。平成２５年度は東大和市職員で、いじめ問題対応の

ホームページを主宰する玉聞伸啓氏を講師に招き『いじめと戦おう！～違う明日を

呼び込むいじめ克服法～』をテーマに講演を実施。教職員のほか、ＰＴＡ役員、教

育委員、教育委員会事務局管理職、区議会議員等、総計７００名を超える参加者を

得た。また、生活指導主任研修会、初任者研修等の職層研修でも、いじめ問題とそ

の対応についての講義を実施している。 

③いじめ対策のための手引きの作成、配布 

平成２４年度に作成したいじめ対策の手引き「いじめ問題への取組の徹底のため

に」にいじめ防止対策推進法に関する国や都の情報を新たに盛り込み、区内全幼稚園、

小・中学校の教員に配布した。短時間で実施できる教員研修用のいじめ事例を全小中

学校に配布した。東京都や北区の関係資料を活用し、校内で必ず研修会を実施して、

全教職員がいじめの早期発見、早期解決及び未然防止にあたる。 

④Ｑ-Ｕ調査の全校実施 

      ５月中にＱ-Ｕ調査を全小・中学校で実施し、児童生徒の人間関係を把握し、学級

経営を見つめ直すことで、いじめの未然防止、早期発見等につなげる。また、夏季休

業中の教育課題研修においては、調査結果の活用方法ついて、全教職員がＱ-Ｕ調査

開発者の河村茂雄教授（早稲田大学）から指導を受けた。３月末には、新年度の学級

づくりについて、若手教員対象の学級経営研修会を行う。 

    ⑤いじめ相談体制の充実 

東京都スクールカウンセラーの全小中学校への配置と並行して、北区スクールカウ

ンセラーを２名増員し、学校サブファミリーを基盤として１２名を配置した。心理の

専門家が，学校サブファミリー内の小中学校を回ることにより、地域の教育相談体制

の充実が図れるようになった。また「北区いじめ相談ミニレター」を区内全児童・生

徒に配布し、手紙や電話での相談を実施・充実させた。 

    ⑥「（仮称）東京都北区いじめ防止条例」の制定等 

      平成２５年６月に公布された「いじめ防止対策推進法」及び１０月に策定された「い

じめの防止等のための基本的な方針」に基づき、今年度中に「東京都北区いじめ防止

基本方針」を策定して全校・園に示すとともに、２６年度中を目途に「（仮称）東京



- 75 - 
 

都北区いじめ防止条例」を制定する。 

（６）防犯対策 

    学校施設の防犯カメラは、中学校が改築校以外では未整備に状況であるとともに、

全校導入済みの小学校についても、経年による設備の老朽化が進んでいる。 

    また、防犯意識の高まりから、より充実した設備の導入が望まれる。 

（７）トイレの洋式化 

    「学習の場」であるとともに「生活の場」である学校施設には、生活様式の変化に

対応した施設整備が求められている。 

    なかでも、トイレの洋式化については、児童・生徒が不自由なく、快適に利用でき

るよう、洋式化を加速度的に進めることが求められている。 

 

 ３１．（仮称）教育総合センターの設置 

北区の教育政策研究機関である「北区教育未来館」と教育相談所及び就学相談事務を統

合し、（仮称）教育総合センターを設置するため、施設内容、規模、立地などの検討を引き

続き行っていく。 

 

 

《課題と今後の対応・方向》 

 ２６．大学連携による特色ある施策の展開 

北区と各大学が、それぞれに持つ人的、知的、物的資源と言った強みを生かしながら、

さまざまな課題を解決できるよう連携のあり方を検討するとともに、連携する大学や分野

の拡大を図っていく必要がある。特に、区長部局の所管事項になるが、大学が保有する専

門的な資源は、産業振興、健康・福祉、環境・まちづくり、防災対策など各分野での活用

が大いに期待されるところである。 

お茶の水女子大学との連携については、平成２５年度にモデル実施した理科部を中心と

した部活動支援を平成２６年度も継続する。 

また、東洋大学との連携については、平成２９年度予定の区内への総合情報学部移転も

踏まえ、北区との連携窓口として「（仮称）ワンストップサービス窓口」を設置することと

なっており、今後も包括協定の締結校を中心に、より円滑な連携を推進していく。 

 

 ２７．区立小学校の適正配置の推進 

   関係者にとって学校の適正配置は、その必要性は理解できるものの、これまで守り育ん

できた地域の学校を存続させたいという思いや、子ども達が学ぶ環境を変化させたくない

という気持ちもあり、大変難しい課題であると捉えられている。 
   このため適正配置の協議にあたっては、地域や保護者の代表、学校関係者などで構成す

る協議会において、現在と未来の子ども達にとってどのような教育環境を整備していくべ

きかといった視点で協議を重ね、着実に合意形成を図りながら進めていく。 
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 ２８．学校改築・リフレッシュ改修工事の推進 

区立小中学校の多くが建設から４０年以上が経過しており、計画的かつ効率的な改築・

改修が必要となっている。一方、改築・改修工事等には多額な財政負担を要するとともに、

適切な維持管理・補修を実施すれば、今後も相当期間、施設を継続して利用することがで

きる。このため平成２６年３月に策定する「北区立小・中学校改築改修計画」に基づき、

計画的かつ効率的な事業の展開を図っていく。 

平成２６年度は新たに田端中学校・稲付中学校の改築に着手するとともに、田端小学校・

西ケ原小学校のリフレッシュ改修工事を推進する。 
なお、整備に際しては、児童・生徒の教育環境の向上はもちろんのこと、学校施設の多

機能化により、地域に一層開かれた学校づくりを進め、生涯学習・スポーツ、健康づくり、

コミュニティ、防災拠点等、地域の活動拠点となるよう十分な配慮を実施していく。 

 

 ２９．環境に配慮した学校施設整備 

地球環境問題が深刻化する中で、環境に配慮した活動は全庁的な課題となっている。 

子どもの頃からの環境教育の重要性も認識されている中で、学校の改築や、エコスクー

ル整備事業等を通じて環境教育にも役立つ壁面緑化、屋上緑化、ビオトープ等の施設整備

を引き続き推進する。 

 

 ３０．安心して学べる環境づくり 

高校等へ進学するための修学費用については、平成２２年の高校授業料無償化により軽

減されたものの、依然として父母が抱える負担は大きい。景気は回復傾向にあるが、経済

的に苦しく、奨学資金を必要とする家庭は今後も一定数存在すると思われる。他方、奨学

資金貸付事業は北区を含め複数の団体が行っており、その事業内容も類似傾向にある。北

区の現状は貸付募集枠に余裕が生じていることから、制度の周知に努めるとともに、家計

急変等で定期募集期間外に申請があった場合でも随時受付を行っていく。 

学校メール配信システムに関しては、各学校がメールを配信するシステムであることか

ら、学校によって利用頻度に差異が生じている現状にある。緊急時における連絡手段の確

保を図るため、一層活発に同システムが日常的に利用されるよう各学校に対して促してい

く必要がある。あわせて、平成２４年７月に教育広報紙「くおん」に同システムの記事を

掲載したように、教育委員会からも継続して直接保護者に対して同システムの利用を促進

していく。 

地震等の災害に関しては、今後３０年間の間に首都直下地震が発生する確率が高いとい

われている状況から、平成２６年３月完成を予定し、学校防災マニュアルの改定を行って

いる。災害時には学校が地域住民の避難所となるが、行政改革や少子化に伴う職員数の減

少などの環境変化から、公助に依存することが難しい状況となっている。住民自身の自助

や共助による体制整備に重心を移すとともに、中学生を地域の担い手として活用するなど、

日頃から学校と地域の連携を深める努力が必要となる。そのため、防災教育の充実を図り、

児童・生徒が災害時に素早く安全な行動がとれるようにするほか、家庭・地域社会の安全

活動に進んで参加するように促していく。今後も避難訓練や無線機の点検を定期的に実施
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していくが、新たに防災マニュアルに加えた原子力災害やテロ災害の対応については、児

童・生徒や教職員もまだ不慣れな部分が多く、検討・訓練を重ねて対応出来るようにして

いく必要がある。 

さらに学校施設の防犯対策として、防犯カメラが未整備の中学校への導入を急ぐととも

に、老朽化した小学校の防犯カメラについては早期に更新し、一層の防犯体制を構築する。 

通学路の安全確保については、平成２４年度に関係者による緊急合同点検を実施し危険

個所への対策に取り組んできたところである。しかしながら道路交通事情は隣接地域の環

境変化による影響のほか、周辺道路の拡幅や延長、集客施設の開設等の影響により突然変

化する可能性があるため、常に状況を観察し、所要の安全策を講じていく。 

いじめ等の対策に関しては、いじめ対応校内研修の義務化を進めるとともに、いじめ問

題対策協議会を改編し、学校関係者と教育委員会事務局のみで編成されている協議会に関係

機関、保護者等を加えることで、区全体での継続的な支援体制を確立していく。 

また、北区立小中学校の全児童・生徒を対象に、年 1回「楽しい学校生活を送るための

アンケート調査（Ｑ－Ｕ）」を実施。学級集団の状態を判定し、各担任等の指導の参考とす

るとともに、一人ひとりの児童・生徒の学校生活での満足度と意欲を調査し、不適応を起

こしている子、いじめを受けている可能性のある子を見出し、早期発見、解決につなげる。 

トイレの洋式化については、改築・リフレッシュ改修に合わせ転換を図るとともに、既

存校については、概ね３ヵ年程度で全校の５０％以上の整備率を目標に、平成２６年度か

ら重点的に整備を行う。 

 

 ３１．（仮称）教育総合センターの設置 

引き続き、施設内容、規模、立地などの検討を行っていく。 

なお、教育ビジョン２０１０では、平成２４年度までに基本構想を策定し、２６年度ま

でに実施設計を終える計画であったが、施設の複合化による他の施設との合築を検討して

おり、２５年３月に策定を予定している北区中期計画（平成２６～２８年度）においては、

２６年度の検討に計画変更となった。 

なお、平成２６年度中に旧滝野川紅葉中学校に教育委員会事務局が仮移転するのに併せ、

教育未来館機能の一部、教育相談所（就学相談を含む）及び不登校対策室も移転し、相互

の連携を強化することとした。 

 

《取組の方向（１２）を推進するための主な指標》 

 学校改築の進捗状況（過去の実績及び今後の予定） 

    平成２１年度開設    王子小学校・王子桜中学校、西浮間小学校 

    平成２２年度開設    桐ケ丘中学校 

    平成２３年度開設    明桜中学校 

    平成２４年度開設    十条富士見中学校 

    平成２５年度開設    滝野川紅葉中学校  

    平成２６年度開設    赤羽岩淵中学校   
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    平成２９年度開設予定  なでしこ小学校 （平成２６年度 基本設計・実施設計） 

    平成３０年度開設予定  田端中学校、稲付中学校 （平成２６年度 基本設計） 

 

《取組の方向（１２）を推進するための主な事業》 

事業名 
平成 25 年度予
算（千円） 

事業の概要 

大学機能との連携の推進 

9,264
（取組の方向(1)
「理科大好きプロ
ジェクト経費」を

再掲） 

大学等のもつ専門的なノウハウを生かし、
学校教育への支援をはじめさまざまな場
面で教育力の向上を目指すため、連携・提
携する大学や分野の拡大を図る。 

区立小学校の適正配置の推進 
2,243

６月補正後
（58,164）

平成２４年２月に策定した「東京都北区立
学校適正配置計画」に基づき、ブロック毎
に設置する検討組織において、関係者と十
分に協議を重ね、合意形成を図りながら適
正配置を推進する。 

学校の改築 
3,622,681
９月補正後

（3,577,681）

北区基本計画等に基づき、老朽した学校施
設の更新を図るとともに、北区教育ビジョ
ン実現のため、多様な学校教育に対応する
施設となるよう学校を改築する。 

既存校のリフレッシュ改修工事
の推進 

    0
９月補正後
（3,675）

学校施設の長寿命化と教育環境の充実を
図るため、当面改築に至らない学校を対象
に、リフレッシュ改修工事を実施する。平
成２５年度は田端小学校（平成２６年４月
開設）のリフレッシュ改修工事（Ⅰ期）の
設計を実施する。 

エコスクール（環境と調和のとれ
た学校施設）の整備と環境教育へ
の活用 

91,587

学校の施設面・運営面・教育面の３つの視
点から、環境に配慮した学校施設づくりを
進め、太陽光発電設備、屋上緑化や壁面緑
化等に取り組む。また、児童・生徒が環境
について理解を深め、環境を守るための行
動がとれるようにするため、学校における
環境教育の一層の充実を図る。 

奨学資金貸付 13,262
就学意欲がありながら、家庭の経済事情等
により高等学校等で修学することが困難
な方に対して奨学資金貸付を行う。 

学校メール配信 － 

学校毎の行事情報や地域を限定した不審
者情報などを、即時に各学校から保護者あ
てにメール配信することで、学校と家庭と
の連携を支援するとともに、子どもの安
全・安心対策を推進する。 
（予算については、区危機管理室「安全・
安心・快適メール配信事業」に含まれる。）

小学校の交通安全対策 101,024
通学路の安全を確保するため、通学路標識
の整備や児童交通指導員の配置を行う。 

（仮称）教育総合センターの設置 － 

「教育先進都市・北区」の教育拠点施設と
して、教育未来館と教育相談所及び就学相
談事務を統合し、（仮称）教育総合センタ
ーを設置する。 
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【総合評価】 

 ２６．大学連携による特色ある施策の展開 

大学との連携については、区と大学の包括協定の締結が進んでいる。個別事業について

も、連携・提携に向けた環境整備に取り組みつつ、着々と連携事業の実現化が進んでいる。  

今後は、実現化した事業を効果的に継続するとともに、新たな課題の解決や新たな分野

での連携など、学校及び教育委員会と大学側の相互に有益なものとなるよう、ニーズのマ

ッチングを図っていく。 

 

 ２７．区立小学校の適正配置の推進 

適正配置の協議を進めるために設置した協議会は、ブロック内の小中学校ＰＴＡや地域

から推薦を受けた委員で構成することで、関係者の意見を十分に尊重することができる体

制ができ、適正配置後の新しい学校を関係者全体で支えていこうとする機運が高まった。 

また、今回の適正配置では、学校の配置について教育委員会の考え方を示すとともに、

統合新校の校名について協議会が選定した校名（案）の中から教育委員会が最終決定を行

うなど、一定の関与をすることで適正配置の協議を円滑に進めることができた。 

 

 ２８．学校改築・リフレッシュ改修工事の推進 

安全・安心な教育環境の整備の基本となる校舎等の耐震化率１００％が計画どおり平成

２４年度をもって達成した。（平成２５年４月現在の全国の小・中学校校舎耐震化率は８８．

９％、耐震化率１００％を達成している自治体数は全国の５１．２％［福島県の一部を除

く］） 

学校改築の推進に関しては、現在工事等を進めている改築校（赤羽岩淵中学校）につい

てほぼ計画どおり進捗している状況にある。 

今後は、平成２６年３月に策定する「北区立小・中学校改築改修計画」に基づき、計画

的な事業の進捗を図る。 

  

 ２９．環境に配慮した学校施設整備 

エコスクールの整備と環境教育への活用について、施設整備（屋上緑化・壁面緑化・ビ

オトープ・太陽光発電等）は計画どおり進捗している。壁面緑化においては、環境改善効

果を検証している。また、改築校における、雨水利用等の環境に配慮した学校施設整備に

ついても積極的かつ計画的に進めているところであり、これらの施設等を積極的に環境教

育へ活用していくこととする。 

 

 ３０．安心して学べる環境づくり 

安心して学べる環境づくりに関して、学校メール配信システムについては、首都直下地

震の発生が予想されているなか、災害時等における連絡手段を可能な限り多く確保してお

くことが肝要であることから、同システムへの登録を保護者に対してより強く学校及び教

育委員会の双方から働きかけていく必要がある。あわせて、緊急時に即座にメール発信で
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きるようにしておくためには、日頃から同システムの運用に慣れておく必要があることか

ら、不審者情報等の緊急情報のほか行事予定情報の配信など、日頃から積極的に利用して

おくよう、学校に対して教育委員会からより一層促していく必要がある。 

防災対策については、平成２６年３月完成を予定し、学校防災マニュアルの完全版の作

成作業を進めている。平成２４年１月に発行した暫定改訂版では、学校防災マニュアルの

うち最も重要な『児童・生徒の保護』を中心に先行して改訂を行ったが、今改訂は平成２

４年に改定された『地域防災計画』との整合性を図りつつ、『学校避難所の運営』を始め、

原子力災害・テロ被害などの対応も明記した、全面的な改訂である。なお、同マニュアル

の性格は北区内全校の共通認識事項を規定したものであり、各学校の特性に応じた防災計

画を学校毎に作成し、日頃の防災教育に活かしていくよう改めて促していく必要がある。

そのため、各学校の指針となるように巻末の附属資料に学校防災計画の作成例を掲載した。 

放射線対策に関しては、子どもたちの安全を第一に対処することは勿論のこと、情報は

正確に公表していくなど、信頼される対応を今後も的確に行っていく必要がある。 

通学路の安全確保について、平成２４年６月から実施した「学校、保護者、道路管理者、

警察等による通学路の緊急合同点検」の点検結果を踏まえ、危険と思われる箇所に対して

２５年度に新たに増員配置したところだが、他県では見守り中の保護者も事故の犠牲とな

っている。道路の狭隘などの事情から早急な改善が困難な事例もあるが、引き続き、道路

管理者や警察等と連携して通学路の安全確保を図っていくこととする。 

いじめ問題の対策については、各地でいじめを要因とする子どもの自殺等が発生してい

ることから、いじめ等の起きない学級集団づくりが早急に求められており、安心して学べ

る学校づくりの観点からも、「楽しい学校生活を送るためのアンケート調査（Ｑ－Ｕ）」を

実施するなどして、継続的に学級集団の状態を判定し、親和的な学級集団づくりを進めて

いくこととする。 

今年度中に策定する「東京都北区いじめ防止基本方針」及び２６年度中に策定する予定

の「（仮称）東京都北区いじめ防止条例」により、北区全体でいじめから子どもを守る取り

組みを進めていくこととする。 

 

 ３１．（仮称）教育総合センターの設置 

（仮称）教育総合センターの設置については、北区中期計画（平成２６～２８年度）に

おいて、施設の複合化による他の施設との合築の検討をすることとなった。同センターの

設置については、北区教育未来館、教育相談所及び就学相談事務の連携を密にするととも

に、施設の複合化に向けて関係部署との連携にも努めていく。 
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Ⅴ 点検及び評価に関する学識経験者の意見 
 
「平成２５年度東京都北区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価報告書」等の関係資料を拝見し、以下に所見を述べる。 
                           東京福祉大学教授 山本 豊 
 
１．北区立小中学校の小中一貫教育の充実に関して 
 ① 学校教育法施行規則第 61 条が改正され、平成 25 年 11 月 29 日に公布・施行された。

土曜日の授業については、学校を設置する教育委員会が必要と認めれば可能となり、

その実施について緩やかになった。そこで、月に１～２回程度の土曜授業を実施する

とき小学校と中学校の授業日をずらす方法が考えられる。そのことで、小学校は中学

校の教員の支援を、中学校は小学校の教員の支援を得ながら授業を進めるということ

が可能になる。すなわち、第１・第３土曜日の何回かを小学校の授業日とした場合、

中学校の教員とのＴ・Ｔが可能である。その日の午後、共同の研修会を開催すること

が考えられる（この場合は 7 時間 45 分勤務である）。逆に、中学校の土曜授業日を第

２・第４土曜日の何回かということにして小学校の教員が中学校に関わることが可能

である。 
   また、教育職員免許状制度の総合化・弾力化は中学校教員が取得免許状の教科等に

応じた単独の授業を小学校で行うことを可としている。この点も生かしたい。 
 ② 夏季休業中の宿泊行事では中学校の行事には小学校の、小学校の行事には中学校の

教員を補助教員として参加させ、他校種の教員が児童生徒と関わる機会を増やすよう

にしたい。また、それを教員同士の意思疎通を深める機会ともしたい。 
 
２．学校ファミリーの効果的な進め方に関して 
 ① 小学校の宿泊行事はサブファミリーの学校毎に組み合わせを考えたい。このことは

１の②とも関係する内容である。保護者にも見えるサブファミリーとしたい。 
 ② 学校運営協議会を単独校だけでなく、サブファミリーの学校運営協議会をも考えた

い。現在、西ケ原小学校では拡大の学校運営協議会として年に２回飛鳥中学校と滝野

川小学校の校長が関わる機会があるが、中学校を核としたサブファミリーの学校運営

協議会も考えられるのではないだろうか。学校評議員制度についても学校評議員会を

開催する場合に同様のことが考えられる。このことは、いじめや不登校を始めとする

生活指導上の課題に応えるために効果的と考える。これは、いじめ防止対策推進法に

記されている内容にも対応するものである。 
 
３．個に応じた教育と特別支援教育に関して 
 個に応じた指導を特別支援教育の推進という観点でとらえているが、本来、個に応じた

指導は特別支援教育だけのものではない。通常の学級においても個に応じた教育は進めら

れなければならない。今日のように多様な価値観や能力を有する児童生徒が通常の学級に
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在籍している状況では、個に応じた指導を特別支援教育に偏重することは望ましい教育の

在り方とはいえない。全ての児童生徒の個に応じ、そして伸ばし生かすのが教育の在り方

である。 
 また、特別支援教育の推進とあるが、特別支援教育が学校教育法に明文化されたのが平

成１８年である。そのことを勘案すると特別支援教育の「推進」という言葉から「充実」

と表現の内容を改める時期にきていると考えられる。 
 
４．社会で活躍する子どもを育てるに関して 
 社会で活躍するためには、国際語である英語が自由に使えることの大切さについては論

を待たない。その点では、英語が使える北区人の育成は重要な教育政策であり課題である。

ただ、その前に、社会で活躍するには社会の変化に主体的に対応できる力の育成が大切で

ある。社会の変化に主体的に対応できる力の例として、ICT 活用や地球環境などが述べら

れているが、矮小化したとらえ方である。社会の変化に主体的に対応できる力はいわゆる

「生きる力」である。自ら課題を発見し、解決する能力の育成などもっと広い見地から教

育内容を考えたい。そのようなことも視野に入れると、英語が使える北区人の育成と社会

の変化に主体的に対応できる力の育成の順序は逆ではないだろうか。 
 
５．安心・安全な教育環境といじめ防止対策推進法に関して 
 本区では、安心して学べる環境づくりとして多くの取り組みがなされているが、学校保

健安全法第 27 条と第 29 条について明記していないのはどのような理由からであろうか。

学校保健安全法第 27 条では学校安全計画の策定とその取り組みが義務付けられている。ま

た、同法第 29 条でも危険等発生時対処要領の作成等が義務付けられている。各学校の実態

はどのようになっているのであろうか。 
 また、平成 25 年 9 月 28 日から施行されているいじめ防止対策推進法では、地方公共団

体や学校の設置者そして学校などに、いじめ防止や対策のための手立ての策定義務や努力

義務を課している。平成 25 年度までに取り組んできたいじめへの対応の内容を再吟味する

とともに新たな取り組みを実施しなければならない。他区の中には東京都に先駆けて「い

じめ防止基本方針」を策定し、「学校いじめ防止基本方針」を定めるように求めているとこ

ろがある。「学校いじめ防止基本方針」は策定義務があるので、本区においても早急に「い

じめ防止対策基本方針」を各学校に示す必要がある。 
 また、大津市でのいじめによる自殺事件の教訓から教育委員会と区長部局との連携も重

要となっている。両者はそれぞれの役割を尊重しながらも、いじめ防止や対策についてい

じめ防止対策推進法に規定されている内容を確実に履行する必要がある。 
 学校においては、本区における学校ファミリーや小中一貫教育の良さを活かしたいじめ

への対応が考えられる。例えば、いじめ防止対策推進法の第 27 条の学校相互間の連携協力

体制の整備ではサブファミリー毎の連携協力体制も視野に入れたい。また、教員の研修に

ついても学校毎の研修ではなくサブファミリー毎の研修を１－①で述べた土曜日の午後に

実施したい。学校保健安全法第 27 条の職員の研修についても時にはサブファミリー毎に開



- 83 - 
 

催することで、本区の教職員が学校の安全・安心について様々な対応力を身に付けるよう

にしたいものである。 
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